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は じ め に 

 

近年は生活の利便性が向上する一方で、少子高齢化や核家族化の

進行、人口減少時代の到来など社会情勢やライフスタイルの変容等

から、一人ひとりの地域や社会とのつながりが弱まり、社会的に孤

立し制度の狭間に立たされる人が多くなるなど地域の課題は多様

化・複雑化しています。さらに地震や台風等の大規模な自然災害も

数多く発生する中、一人ひとりが地域や社会とどのように関わり、

つながりをもつかということが、より一層重要になっています。 

こうした状況の中、国では住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに作っていく「地

域共生社会」の実現をめざし、様々な取り組みを進めています。本市においても、誰もがいつま

でも安心して住みなれた地域で暮らせるよう、「住民」「事業者」「行政」がそれぞれの役割と責任

を果たし、ともに協力し支え合って地域福祉を推進していくことが重要です。 

このたび、平成 17年度からスタートした「枚方市地域福祉計画」の４期目となる計画を策定し

ました。本計画の基本理念である「みんなが、いつまでも安心して地域で暮らせるように…支え

合える地域を創る」は、第３期計画の基本理念を引き継ぎながらも地域福祉のさらなる推進や、

「地域共生社会」の実現に資することを意識したものです。 

そして、計画の大きな柱である「誰もが暮らしやすい地域づくり」「誰もが活躍できる地域福祉

のネットワークづくり」「誰もが支え合い尊重し合える意識づくり」という３つの基本方向のもと、

すべての人が安心して幸せに暮らし、住みたい・住み続けたいと思えるまちづくりに積極的に取

り組んでまいりますので、これからも市民の皆様や市議会、各関係機関の皆様のより一層のご理

解とご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、市民意識調査および市民意見聴取へのご協力と貴重なご意見、

ご提言をいただきました市民の皆様をはじめ、熱心なご議論を重ねてお力添えをいただきました

枚方市社会福祉審議会の委員の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

 

令和２年（2020年）３月 

枚方市長 伏見 隆 
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第１章 地域福祉計画の策定について 

 

 

１ 地域福祉とは 

  地域福祉とは、地域で暮らし、学び、働くすべての住民が主体となって、「思いやり」「支

えあい」「助けあい」を大切にし、すべての人々が安心して幸せに暮らせる差別や排除のな

い地域社会をつくり、それを持続させていくことです。 そのためには、地域福祉推進の真

の主体が住民であることを自覚したうえで、地域における様々な生活課題について、住民

一人ひとりの取組みと住民同士の相互扶助及び公的制度の連携によって解決するための取

組みが必要です。加えて、この取組みには「住民（地域自治組織、ボランティア、NPO 等

を含む）」「事業者」「行政」の三者にそれぞれ固有の役割と責任があることを理解しておく

ことが重要です。 

 

 

２ 地域福祉計画とは 

行政が主体的に関わる地域福祉は、住民が地域社会で自立した生活が営めるように、地

域組織や社会福祉事業者をはじめとする各種団体と連携して、保健・医療・福祉・教育等

のサービスや住環境などの基盤整備を推進することが中心となります。 

地域福祉計画は、市民生活に最も近い地方公共団体が行政固有の責任に基づいて、地域

における保健・医療・福祉・教育等のサービスや住環境などについて、サービスの利用者

である住民の立場にたち、総合的、計画的、横断的に推進するために策定するものです。  

また、地域福祉の推進には、誰もが住み慣れた地域でいつまでも生活できるための地域

づくりが求められ、地域社会における自助・共助・互助・公助のそれぞれのレベルで助け

合いの仕組みづくりを推進していくことが大切です。 
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３ 計画策定の背景 

（１）少子高齢化の進行 

わが国では、少子高齢化の進行に伴い人口減少社会が到来し、生産年齢人口の減少によ

る現役世代のマンパワーの縮小も危惧されています。 

本市においても、総人口は平成 22 年からは減少傾向に転じており、高齢化率について

は平成 22 年に 20.2％でしたが、平成 31 年４月には 27.9％と上昇が続いています。  

 

（２）様々な地域生活課題が浮上 

全国的な核家族化の進行や、情報化の進展などの社会情勢やライフスタイルの変容など

から、地域社会における連帯感が希薄になり、住民相互で支え合う意識や機能が弱まって

いる中、社会的に孤立する人や複合的な生活課題などで生きづらさや困難を抱える人が多

くなっています。 

 

（３）地域社会における問題の変容 

震災や台風等をはじめとする大規模な自然災害に加えて、ドメスティック・バイオレン

スや児童虐待、自殺問題、生活困窮の問題など、家庭や地域社会が抱える問題も大きく変

容しています。特に近年、子どもの貧困が社会問題となる中、令和元年度には「子どもの

貧困対策の推進に関する法律」が改正されるなど、より効果的な対策が求められています。

また、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の施行を受け、

本市においても、来訪・在住外国人の増加を見据え、多文化共生・国際交流等を柱にした

体系的な国際化施策の検討を進めています。 

 

（４）「地域共生社会」の実現と、包括的な支援体制の確立 

近年の地域社会を取り巻く環境の変化の中、国は「地域共生社会」の実現を掲げ、それ

に向けて「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」（平

成 29 年法律第 52 号）において「社会福祉法」を改正しました。 

「地域共生社会」とは、制度や分野ごとの「縦割り」や「支え手」や「受け手」といっ

た関係を超え、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資

源が世代や分野を超え「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域をともに作っていく社会、のことです。福祉施策においては、多角的な視点や専門分

野から様々な支援の必要なケースや制度の狭間における方への対応など、既存の制度では

解決が困難な課題に対し、地域住民による支えあいと公的支援が連動した、包括的な支援
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体制の構築をめざすなどの方向性が示されています。 

それを受け、高齢者の生活支援を目的とした「地域包括ケアシステム」の理念を普遍化

し、子どもや障害のある人も含めた地域生活課題を抱える全ての人々に対して、包括的な

支援体制の整備が必要となるなど、さらなる深化と推進が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

＜地域共生社会の実現に向けて（抜粋）＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部資料等より一部抜粋 

 

 

・包括的支援体制の制度化   ・共生型サービスの創設 

・介護・障害報酬改定     ・生活困窮者自立支援制度の強化 

 

https://地域包括ケアシステム.com/wp-content/uploads/2017/03/kyousei3.png
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４ 計画の位置づけ 

（１）法的根拠 

地域福祉の推進は、「社会福祉法」を法的根拠としています。社会福祉法第４条では、

福祉サービスを必要とする地域住民が自立した生活や社会参加ができるように、地域住

民はもとより、社会福祉事業者、地域で福祉に携わる人々が相互に協力し、「地域福祉を

推進」していくことが求められています。  

また、社会福祉法第６条では、地方公共団体は社会福祉事業者と協力して、福祉サー

ビスを提供する体制の確保や、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策など、地

域福祉の推進に向けて、必要な措置を講じることが規定されています。 

この地域福祉を推進する一環として、社会福祉法第 107 条では市町村に市町村地域

福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を横断的に定

めるなど、社会福祉分野の上位計画として位置づけられました。 

 

 

 

 

【第４条】(地域福祉の推進) 

地域住民､社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民

等」という。）は､相互に協力し､福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常

生活を営み､社会､経済､文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように､地域福祉の推

進に努めなければならない。 

２ 地域住民等は､地域福祉の推進に当たっては､福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福

祉､介護､介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の

軽減若しくは悪化の防止をいう。）､保健医療､住まい､就労及び教育に関する課題､福祉サービスを必要とする

地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み､あらゆる分

野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活題」という。）を把握し､地域生活

課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図る

よう特に留意するものとする。 

【第６条（略）】(福祉サービス提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務) 

２ 国及び地方公共団体は､地域住民等が地域生活課題を把握し､支援関係機関との連携等によりその解決を図

ることを促進する施策その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

  

社会福祉法より抜粋 
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（２）他計画との関連 

本計画は、枚方市のまちづくりの総合的な計画である「枚方市総合計画」を上位計

画とし、地域福祉とも関わる分野別、対象者別の福祉計画である「ひらかた高齢者保

健福祉計画 21」「枚方市障害者計画」「枚方市障害福祉計画・枚方市障害児福祉計画」

「枚方市子ども・子育て支援事業計画」「枚方市子ども・若者育成計画」「枚方市ひと

り親家庭等自立促進計画」と連携し、整合を図っています。 

また、保健や人権、生涯学習、バリアフリーなど、その他の行政計画とも整合や調

和を図ることで、地域における個別施策の展開を充実させる役割も担っています。 

さらに、社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と位置づけ

られる社会福祉法人枚方市社会福祉協議会（以下、「枚方市社会福祉協議会」と言いま

す。）が策定した地域住民の自主的、主体的な地域福祉の推進をめざすための行動計画

である「枚方市地域福祉活動計画」とはいわば車の両輪のような関係にあります。そ

のため、基本理念を共有し、相互の連携を図るなど同じ方向にむかって地域福祉を推

進していきます。  

 「枚方市地域福祉計画」の位置づけのイメージ  

枚方市地域福祉計画 
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５ 計画の期間 

 

計画期間は、令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）までの５年間とし

ます。なお、計画は今後の社会情勢の変化等を考慮し、必要に応じ見直しを行います。 

関連計画の期間 

        年度【和暦（西暦）】 

本市の計画        

1 

（2019） 

2 

（2020） 

3 

（2021） 

4 

（2022） 

5 

（2023） 

6 

（2024） 

枚方市総合計画 
      

枚方市地域福祉計画 
      

ひらかた高齢者保健福祉計画 21 
      

枚方市障害者計画 
      

枚方市障害福祉計画・枚方市障害児福祉

計画 

      

枚方市子ども・子育て支援事業計画 
      

枚方市子ども・若者育成計画 
      

枚方市ひとり親家庭等自立促進計画 
      

       

枚方市地域福祉活動計画 

（枚方市社会福祉協議会） 

      

 

６ 計画の策定方法 

「枚方市地域福祉計画（第 4 期）」（以下「第 4 期計画」と言います。）の策定にあたっ

ては、外部委員で構成される枚方市社会福祉審議会（主に枚方市社会福祉審議会 地域福祉

専門分科会）において審議しました。 

また、庁内会議での審議などにより現状の把握や関連計画との調整を図りつつ、市民意

識調査の実施や市民意見聴取を通じ、計画策定に取り組みました。 

 

 

 

H28年度～R9年度の 12年間 
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（１）枚方市社会福祉審議会、枚方市社会福祉審議会 地域福祉専門分科会  

本市では社会福祉に関する事項を調査審議するため、社会福祉法第７条に規定される「枚

方市社会福祉審議会」を設置しており、その審議会の中で、地域福祉に関する事項を調査

審議するために８人の外部委員で構成される「枚方市社会福祉審議会 地域福祉専門分科会」

において、計画の策定やそれに係る進行管理などを進めました。  

   

（２）庁内組織での検討  

これまでの「枚方市地域福祉計画（第 3 期）」（以下「第３期計画」と言います。）の進

捗状況や事業実績等を検証するため関係部署へヒアリングを実施するなど、現況、成果、

課題及び今後の方向性について確認を行いました。  

また、計画を実行性のあるものとするために、関係部署による庁内会議の開催などによ

り、第 3 期計画の総括や計画策定に係る検討、関連計画との連携などを図りました。 

 

（３）市民意識調査の実施 

市民の生活上の課題や地域での活動についてなど、地域福祉に関する市民の意識や現状

について把握するとともに、第４期計画の策定に向けての基礎資料とすることを目的とし

て、市民対象のアンケート調査を実施しました（26 ページを参照）。 

また、枚方市民生委員児童委員協議会と共同で実施したアンケート調査などにより、地

域の最前線で福祉にまつわる相談等を受ける民生委員・児童委員における活動の現状や課

題などについても把握しました。 

 

（４）市民意見聴取の実施 

枚方市社会福祉審議会 地域福祉専門分科会での審議過程において、第 4 期計画の素案

についての市民意見聴取を実施しました。令和元年（2019 年）12 月 25 日から令和２年

（2020 年）１月 14 日までの期間で、市のホームページへの掲載や本庁舎・各支所・生涯

学習市民センター等への意見箱の設置などにより、６件のご意見をいただきました。  
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第２章 地域福祉における枚方市を取り巻く現状 
 

１ 統計等からみる現状 

（１）人口の動向 

  本市の近年の人口は減少傾向で推移しています。年齢３区分でみると、年少人口及び生

産年齢人口は減少していますが、高齢者人口は増加が続いており、少子高齢化の進行が伺

えます。 

 

 

■年齢３区分別人口の推移（資料：枚方市統計書 各年 10 月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢３区分別人口構成比の推移（資料：枚方市統計書 各年 10 月１日） 
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（２）高齢者に関する動向 

本市の前期高齢化率は近年、低下傾向にある一方で、後期高齢化率は上昇しています。 

 

 

■前期高齢化率・後期高齢化率の推移（資料：枚方市統計書 各年 10 月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもに関する動向 

本市における近年の合計特殊出生率は、国や府よりも低い値で推移しており、平成 29

年に 1.27 となっています。 

 

■合計特殊出生率の推移 

（資料：大阪府と全国は人口動態統計、枚方市統計書各年 10 月 1 日） 
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（４）障害者に関する動向 

  本市の障害者の状況について近年の各手帳所持者数でみると、いずれも増加が続いてお

り、延べ手帳所持者の人口に対する比率は上昇しています。 

 

■手帳所持者数の推移（資料：障害福祉室 各年 3 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）要支援・要介護者に関する動向 

  本市の要支援認定者数、要介護認定者数は増加傾向で推移しています。要介護２が最も

多く、次いで要支援２、要支援１が多い傾向にあります。 

 

■介護度別・要支援・要介護者数の推移（資料：介護保険課 各年３月末） 
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2,574 2,673 2,784 2,913
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（６）生活保護に関する動向 

  本市で生活保護を受けている人は、近年 8,000 人前後と横ばいで推移しています。 

 

■生活保護受給者数と世帯類型別世帯数の推移（資料：生活福祉室 各年 3 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）児童扶養手当に関する動向 

  本市における児童扶養手当の受給者数は、減少傾向で推移し、平成 30 年度は 3,923 人

となっています。 

■児童扶養手当受給者数の推移（資料：年金児童手当課 各年 12 月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童扶養手当：父母が婚姻を解消した児童や、父又は母が政令で定める程度の障害・拘禁・

遺棄その他の状態にある、対象年齢（18 歳に達する日の属する年度末以前。政令で定める

障害がある場合は 20 歳未満。）の児童を養育する母、養育者、又は父に支給する手当。 
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（８）自殺に関する動向  

本市における自殺死亡率は、全国より低く推移しているものの、平成 28 年には大阪府

の平均を上回り、平成 29 年には再び減少に転じています。 

 

■自殺死亡率の推移（資料：保健予防課 各年 1 月～12 月の合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料は「枚方市いのち支える行動計画（自殺対策計画）」より一部抜粋 

（出典：自殺総合対策推進センター 地域自殺実態プロファイル 2017 より枚方市作成） 
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（９）外国人に関する動向 

  本市の外国人人口は増加傾向にあり、平成 30 年に 4,374 人と、平成 27 年から 11.8％

増となっています。 

平成 30 年の国籍別人口は、中国、朝鮮・韓国、ベトナムの順に多くなっており、5 年

前と比較すると、ベトナム人が著しく増加しています。 

■外国人人口の推移（資料：住民基本台帳 各年 12 月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国籍別外国人人口 ～平成 25 年・平成 30 年～ 

（資料：住民基本台帳 各年 12 月末日現在） 
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２ 地域を取り巻く現状 

（１）自治会加入の状況 

  本市における全世帯の自治会等加入率は、近年、70％前後で微減の傾向で推移しており、

平成 30 年度には 68.7％となっています。 

 

■自治会等加入率の推移（資料：市民活動課 各年 3 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自治会等加入率は、本市の全世帯数から自治会や地域の町内会などに加入している世帯

として届出のあった数を除した割合です。 

 

 

 

（２）大学生の状況 

  本市には大阪歯科大学、関西医科大学、関西外国語大学、摂南大学、大阪工業大学の 5

つの大学があります。学生数は減少傾向にあり、平成 30 年度は 17,719 人の在籍となっ

ています。 

 

■市内の大学の学生数の推移（資料：枚方市統計書 各年 5 月 1 日） 
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（３）社会福祉法人・福祉事業所の状況 

  本市における事業所数は増加傾向にあり、特に居宅介護サービス事業所の新規指定件数

が増加しています。 

 

 

■社会福祉法人及び福祉事業所（障害福祉・介護保険）数の推移 

（資料：福祉指導監査課 各年 3 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 平成 30 年度から「介護医療院」を含む。 
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（４）ＮＰＯ法人の状況 

  市内の NPO 法人数は、近年は横ばいで推移しています。活動分野は「保健、医療、福

祉」が一番多く、次いで「子ども健全育成」が多くなっています。 

 

■NPO 法人数の推移（資料：市民活動課 各年 3 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 30 年度 NPO 法人数の活動分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１つの団体が、複数の活動分野を選択できるため、実際の団体数とは一致しません。 

※上記の団体数は、法人格を取得した市内のみに事務所を有するＮＰＯ法人のデータです。

法人格を取得していないＮＰＯの統計は集計されていません。 

 

NPO：Non-Profit Organization の頭文字を取ったもので、非営利組織の意。様々な分野（福

祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）において、ボランティア活動などの

社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。このうち、特定非営利活動促進法

に基づき法人格を取得した団体を NPO 法人（特定非営利活動法人）と呼びます。 
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（５）ボランティア団体の状況 

  枚方市社会福祉協議会が運営している「枚方市ボランティアセンター」に登録している

ボランティア団体数は概ね増加傾向にあり、「演芸・文化・健康」に関する団体が最も多く

登録されています。 

 

 

■枚方市ボランティアセンターの登録ボランティア団体数の推移 

（資料：枚方市社会福祉協議会 各年 3 月末） 
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（６）小地域ネットワーク活動の状況 

  「世代間交流活動」や「いきいきサロン活動」などの「グループ援助活動」には、高齢

者や子育て中の親子など多くの方が参加しています。 

 

 

■小地域ネットワーク活動（グループ援助活動）の延べ参加者数の推移 

（資料：福祉総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 30 年度小地域ネットワーク活動（グループ援助活動）の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小地域ネットワーク活動：小学校区などの小地域を単位として、高齢者や障害者など支援を要す

る人を対象に、保健・福祉・医療の関係者と住民が協働して進める、見守り・援助活動のこと
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7,441 9,100
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（人） 高齢者 子育て中の親子 その他（障害者、児童、若者など） 全体

区分 人

世代間交流活動 39,811

いきいきサロン活動 12,282

子育て支援活動 6,727

ふれあい食事（会食）サービス活動 5,247

地域リハビリ活動 1,763

ミニデイサービス活動 0

その他（健康講座、各種研修など） 13,169
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（７）主な相談機関における相談の状況 

 

① コミュニティソーシャルワーカーへの相談 

市内４か所で相談を受けるコミュニティソーシャルワーカーへの相談延べ件数は、増加

傾向にあり、相談内容としては、「生活に関する身近なもの」に関する相談が多くなってい

ます。 

 

 

■コミュニティソーシャルワーカー 相談延べ件数の推移（資料：福祉総務課）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 30 年度コミュニティソーシャルワーカー 相談内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談内容 件数

生活に関する身近なもの 2,748

地域福祉・ボランティア活動 1,956

その他 1,858

福祉制度・サービス 1,770

生活費 994

健康・医療 918

住宅 724

財産管理・権利擁護 326

DV・虐待 275

就労 267

子育て・子どもの教育 151

多重債務 135

消費者被害 22

計 12,144

6,636

8,528 9,024

12,144

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成27年度

（2015）

平成28年度

（2016）

平成29年度

（2017）

平成30年度

（2018）

（件）

生活に関する身

近なもの
22.6

地域福祉・ボラン

ティア活動
16.1

その他
15.3

福祉制度・

サービス
14.6

生活費
8.2

健康・医療
7.6

住宅
5.9

財産管理・

権利擁護
2.7

DV・虐待
2.3

就労
2.2

子育て・子どもの

教育
1.2

多重債務
1.1 消費者被害

0.2

（単位：％）
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② 地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）への相談 

市内 13 か所の地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）で受ける相談延べ件

数は、平成 27 年度より増加しています。相談内容は、「介護・医療相談」が最も多くなっ

ており、高齢者の介護や医療への関心が高いことが伺えます。 

 

 

■地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）相談延べ件数の推移 

（資料：地域包括ケア推進課）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 30 年度地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）相談内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１一般相談   … 他の項目に該当しない相談 

  ※２困難事例相談 … 多職種・他機関の連携が必要な相談 

 

21,121

23,322

24,243 24,404

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

平成27年度

（2015）

平成28年度

（2016）

平成29年度

（2017）

平成30年度

（2018）

（件）

相談内容 件数

介護・医療相談 9,190

一般相談※1 4,197

予防給付相談 3,439

介護予防相談 2,443

困難事例相談※2 1,405

介護給付相談 1,205

認知症に関する相談 1,111

施設等入所相談 537

虐待相談 529

成年後見相談 305

消費者被害相談 43

計 24,404

介護・医療相談
37.7

一般相談
17.2

予防給付相談
14.1

介護予防相談
10.0

困難事例相談
5.8

介護給付相談
4.9

認知症に関する

相談
4.5

施設等入所相談
2.2

虐待相談
2.2

成年後見相談
1.2

消費者被害相談
0.2

（単位：％）
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20,183
22,246 22,259

27,868
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（件）

③ 家庭児童相談 

子ども総合相談センターが行う家庭児童相談の延べ件数は増加傾向で推移し、平成 30

年度に 27,868 件となっています。相談内容は、「虐待」が最も多くなっています。 

 

 

■家庭児童相談 相談延べ件数の推移（資料：子ども総合相談センター）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※子ども総合相談センターが行う家庭児童相談では、児童虐待や 18 歳未満の子どもと

その家族についてのさまざまな相談に応じています。 

 

 

■平成 30 年度家庭児童相談 相談内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談内容 件数

虐待相談 24,341

性格行動に関する相談 2,396

不登校に関する相談 493

自閉症等に関する相談 298

育成に関する相談 93

言語発達に関する相談 72

知的障害に関する相談 64

養護に関する相談 33

非行に関する相談 27

障害に関する相談 11

その他相談 40

計 27,868

虐待相談 87.3

性格行動に関する

相談 8.6

不登校に関する相

談 1.8

自閉症等に関する

相談 1.1

育成に関する相談
0.3

言語発達に関する

相談 0.3

知的障害に関する

相談 0.2

養護に関する相談
0.1

非行に関する相談
0.1

障害に関する相談
0.1

その他相談 0.1

（単位：％）
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④ ひとり親相談 

子ども総合相談センターが行うひとり親相談では、ひとり親や離婚前の方のさまざまな

不安を受け止めるとともに各種制度の情報提供など、自立にむけた相談に応じています。

相談内容は、福祉資金貸付や安定した就労のための資格取得支援に関する相談が多くなっ

ています。 

■ひとり親相談 相談延べ件数の推移（資料：子ども総合相談センター）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※相談延べ件数のうち、（ ）内は父子の相談件数 

 

 

⑤ ひきこもり等・子ども若者相談 

子ども総合相談センターが行うひきこもり等・子ども若者に関する相談の延べ件数は、

平成 27 年度より増加し続けています。また、各年度における新規相談の年齢別内訳をみ

ると、19 歳以下が多くなっていることと、全体の１割～２割程度は 40 歳以上となってい

ることが伺えます。 

■ひきこもり等・子ども若者相談 相談延べ件数・新規相談年齢別内訳の推移 

（資料：子ども総合相談センター）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※子ども総合相談センターが行うひきこもり等子ども・若者相談では、15 歳からおおむ

ね 39 歳までの不登校、ひきこもり、ニートに関する相談に応じています。  
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（21）
687

（13）

849

（9）

885

（27）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成27年度

（2015）

平成28年度

（2016）

平成29年度

（2017）

平成30年度

（2018）

（件）

47
31

50 45

37

29

39
33

23

20

23
20

7

11

16
160

0

8

62

1

0
2

1,430

1,548

2,072

2,466

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

50

100

150

200

平成27年度

（2015）

平成28年度

（2016）

平成29年度

（2017）

平成30年度

（2018）

（人）（件）

不明

50歳以上

40歳代

30歳代

20歳代

19歳以下

相談延べ件数
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⑥ 障害者相談 

市内６か所の障害者相談支援センターで受ける障害者相談の相談延べ件数は、近年減少

傾向にあり、平成 30 年度に 13,617 件となっています。相談内容は、「福祉サービス」が

最も多く、「生活技術」「家族関係・人間関係」などが続いています。 

 

 

■障害者相談 相談延べ件数の推移（資料：障害福祉室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 30 年度障害者相談 相談内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談内容 件数

福祉サービス 3,292

生活技術 1,940

家族関係・人間関係 1,780

不安の解消・情緒安定 1,639

健康・医療 1,422

障害や病状の理解 1,104

社会参加・余暇活動 767

就労 707

家計・経済 705

保育・教育 120

権利擁護 52

その他 89

計 13,617

福祉サービス

24.2

生活技術 14.2

家族関

係・人間

関係 13.1
不安の解消・情

緒安定 12.0

健康・医療

10.4

障害や病状の

理解 8.1

社会参加・余暇

活動 5.6

就労 5.2

家計・経済 5.2

保育・教育 0.9

権利擁護 0.4

その他 0.7

（単位：％）
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⑦ 民生委員・児童委員への相談 

民生委員・児童委員への相談延べ件数は、近年横ばいで推移しています。相談内容は、

「日常的な支援」が最も多くなっています。 

 

 

■民生委員・児童委員 相談延べ件数の推移（資料：福祉総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成 30 年度民生委員・児童委員 相談内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日常的な支援

28.2

住居・生活環境

10.8

9.8

健康・保健医療

8.0

在宅福祉 5.0

家族関係 3.7

介護保険 3.2

生活費、年金・

保険、仕事 3.1

子育て・母子保

健 2.1

その他 26.1

（単位：％）

15,928 15,594 15,712 15,859
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（件）

相談内容 件数

日常的な支援 4,476

住居・生活環境 1,715

1,553

健康・保健医療 1,261

在宅福祉 798

家族関係 580

介護保険 507

生活費、年金・保険、仕事 491

子育て・母子保健 333

その他 4,145

計 15,859

子どもの地域生活、
教育・学校生活
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⑧ こころの健康相談 

保健所が行うこころの健康相談では、電話、面談、訪問等による延べ件数として、平成

29 年度には一旦減少したものの、平成 30 年度には 6,471 件と増加傾向にあります。 

また、自殺予防対策事業として実施している「電話相談事業（ひらかたいのちのホット

ライン）」では、平成 30 年度に 723 件の相談がありました。 

 

■こころの健康相談 相談延べ件数の推移（資料：保健予防課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ひらかたいのちのホットライン 相談延べ件数の推移（資料：保健予防課） 
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３ 市民の意識と実態 

本計画の策定にあたり、生活上の課題や地域での活動といった、地域福祉に関する市民の

意識や現状などを把握するため、市民意識調査として『「地域福祉」に関する市民アンケート

調査』を次のとおり実施しました。 

 

（１）調査概要 

 ① 調査対象 

本市に在住の 18 歳以上の方 2,600 人（住民基本台帳による無作為抽出法） 

 ② 調査方法 

郵送による配布・回収 

 ③ 調査期間 

令和元年（2019 年）7 月 31 日（水） ～ 8 月 13 日（火） 

 ④ 回収結果 

配布数   ： 2,600 件 

有効回答数 ： 1,074 件 （ 有効回答率 ： 41.3 ％ ） 

 ※回答の詳細は、巻末の「資料編」をご覧下さい。 

（２）近所づきあいの状況 

近所づきあいの程度について、「何か困ったときに助け合える親しい人がいる」が 17.0％

である一方、「あいさつをする程度の人がいる」が 34.5％で最も高く、「近所づきあいはほ

とんどない」（9.2％）と合わせ４割程度（43.7％）となり、近所づきあいが希薄な傾向が

見受けられました。これは、平成 17 年度からの５年間を計画期間とする「枚方市地域福

祉計画（第 1 期）」の策定時に行った市民アンケートでも同様の傾向が見られました。 

■近所づきあいの程度（資料：「地域福祉」に関する市民アンケート調査）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何か困ったときに助け合える

親しい人がいる 17.0 

お互いに訪問し合う程度

の人がいる 7.4 

立ち話をする程度の人がいる

27.5 

あいさつをする程度の人がいる

34.5 

近所づきあいは

ほとんどない

9.2 

無回答 4.4 

（n=1,074）

(％)
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（３）日常生活での悩みや不安及び相談先 

日常生活での悩みや不安としては、「自分の健康」が 51.7％、「家族の健康」が 45.5％

と、“健康”に関する悩みや不安を抱える人がそれぞれ半数前後みられます。また、これに

続くのが「経済的問題」（29.1％）、「介護の問題」（26.2％）となっています。 

家族や親戚以外に困りごとを相談する先としては、「友人・知人（近所の人以外）」が５割

台（51.7％）と最も高く、次いで「近所の人」が 18.2％、「職場の人」が 17.0％となって

います。一方、２割弱（17.7％）の人が「相談はしていない（相談できる人はいない）」を

選択しました。 

 

■日常生活での悩みや不安（資料：「地域福祉」に関する市民アンケート調査）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■困りごとの相談先（資料：「地域福祉」に関する市民アンケート調査）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.7 

45.5 

7.5 

26.2 

29.1 

5.8 

16.0 

2.2 

14.5 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自分の健康

家族の健康

育児・保育の問題

介護の問題

経済的問題

近所との関係

自分や家族の生活上の問題（進学、就職、結婚など）

その他

特にない

無回答

（n=1,074） (3つまで回答)

18.2 

51.7 

17.0 

3.5 

11.2 

8.9 

2.9 

0.6 

3.1 

11.3 

1.0 

17.7 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

近所の人

友人・知人（近所の人以外)

職場の人

保育所や幼稚園、学校の先生など

病院関係者（医師や看護師など)

ケアマネジャーなど福祉サービスの関係者

校区コミュニティ協議会や自治会の役員

校区福祉委員会

民生委員・児童委員

市役所等にある相談窓口

その他

相談はしていない（相談できる人はいない)

無回答

（n=1,074） (複数回答)
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（４）地域活動への参加状況 

別に設けた「自治会への加入状況」の質問では 77.6％の方が「加入している」と回答が

ありましたが、地域活動等に『参加している』（「積極的に参加」「都合が合えば参加（声が

かかった時は参加）」の計）人は約３割（29.8％）でした。 

第１期策定時の市民アンケート調査では、地域活動等に『参加している』人が約５割で

あったことから、地域活動への参加者の減少が生じていることが伺えます。 

また、活動に参加して感じた課題として、「参加者の高齢化（若い世代の参加が少ない）」

が 52.2％と最も高く、次いで「活動におけるリーダーへの負担が大きい（後継者の育成が

進んでいない）」が 39.1％、「活動への参加者が少ない」が 36.9％となっています。 

■地域活動への参加状況（資料：「地域福祉」に関する市民アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■活動に参加して感じた課題（資料：「地域福祉」に関する市民アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的に参加している

4.2 

都合が合えば参加している

(声がかかった時は参加している)

25.6 

参加したいと思うが、参加できていない

(都合がつかない) 28.3 

参加していない

(参加しようとは思わない)

40.8 

無回答 1.1 

（n=1,074）

(％)
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39.1 
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6.3 

14.7 
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3.1 

10.3 

9.7 
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活動の場の確保や環境の整備が十分でない

運営・活動費が不足している

(活動資金の調達に苦労している)

活動におけるリーダーへの負担が大きい

（後継者の育成が進んでいない）

地域の理解・協力が得られにくい

活動への参加者が少ない

参加者の高齢化（若い世代の参加が少ない)

参加者の募集・受け入れ体制が不十分

活動内容のＰＲ（知ってもらう機会)

が不足している

研修の場がない

活動参加者同士の情報交換の場が不足している

その他

特にない

無回答

（n=320） (複数回答)



29 

（５）地域福祉の推進に向けた取組み 

地域福祉を推進するために、特に優先して取り組むべき施策としては、「相談支援体制の

充実（さまざまな相談支援窓口の充実など）」が 44.0％と最も高く、次いで「福祉施策の

充実（各福祉計画に基づく福祉施策の推進など）」が 24.8％、「複雑多様化する地域課題へ

の対応（ダブルケア、8050 問題、再犯防止の取組み、など）」が 22.6％、「生活困窮者へ

の支援の充実（地域やハローワークとの連携による支援など）」が 21.4％となっています。 

■地域福祉推進のために優先して取り組むべき施策 

（資料：「地域福祉」に関する市民アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.0 

24.8 

21.4 

4.4 

9.8 

14.8 

11.4 

9.0 

10.1 

12.7 

22.6 

2.3 

15.1 

4.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

相談支援体制の充実

(さまざまな相談支援窓口の充実など)

福祉施策の充実

(各福祉計画に基づく福祉施策の推進など)

生活困窮者への支援の充実

(地域やハローワークとの連携による支援など)

権利擁護の推進

(成年後見制度の周知や利用促進･支援など)

地域での担い手づくりの支援

(サロン活動への支援など)

コミュニティへの活動支援

(地域の情報発信の支援など)

避難行動要支援者支援体制の構築支援

（避難行動要支援者名簿の作成や

災害時の取り組みの充実など）

住民参加による高齢者支援体制の基盤整備

(住民参加による会議体の設置や整備など)

福祉意識の向上

(人権に関する啓発や情報の発信など)

子どもの福祉教育の推進

(介護施設での体験実習の支援など)

複雑多様化する地域課題への対応

(ダブルケア､8050問題､再犯防止の取り組み､など)

その他

特にない（わからない)

無回答

（n=1,074） (3つまで回答)
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第３章 第３期計画の総括と第 4 期計画の方向性 
 

１ 第３期計画の総括 

第 3 期計画は平成 27 年度からの５年間を計画期間として、平成 27 年 3 月に策定しまし

た。第 3 期計画では、「みんなが、いつまでも安心して地域で暮らせるように、支え合える

地域を創る」の基本理念のもと、日常生活で一定の社会的支援を必要とする人々やその家族

が孤立しない地域社会の実現に向けて、４つの基本方向とそれに伴う施策目標を設定して取

り組んできました。 

ここでは、基本方向と施策目標ごとに成果や課題などについて検証します。 

 

 

 

基本方向１ 誰もが暮らしやすい地域づくり  

 

様々な困難や問題を抱える本人や家族に寄り添い、適切な相談窓口につないで解決できる

ような体制づくりに向け、重点取組み事項の１つに『相談支援体制の充実』を掲げて取り組

んできました。 

コミュニティソーシャルワーカーをはじめ、各機関において福祉に関する相談業務を行っ

てきた結果、相談件数は全体として増加傾向を示しています。地域で多様化・複雑化する相

談などへの対応も増える中、施策目標の１つにある『生活困窮者への支援』に係る取組みも

含めて、各分野の関係機関との連携や調整のもとでの相談体制の強化や、各機関の利用促進

につながる広報・啓発活動、担当する職員のスキルアップなどがこれからも重要です。 

『福祉施策の充実』については、高齢者・障害者・子ども子育てなどの各福祉計画に基づ

いて福祉施策が推進されています。今後も、各福祉計画の間で調和を図りながらサービスや

施策の充実に向けて取り組んでいくことと、他の行政計画との整合や調和を図っていくこと

が重要です。 

『権利擁護の推進』については、判断能力が十分ではなく、親族等による援助が見込めな

い人の権利擁護のため、市長による成年後見の申立てを行ったほか、第三者後見人として身

近な立場で支援する市民後見人の養成などにも努めました。またこの間、高齢化の進展によ

るニーズの高まりなどを背景に、平成 28 年 5 月には「成年後見制度の利用の促進に関する

法律」が施行され、市町村に計画の策定や中核機関の設置等が努力義務化されました。今後

は、これらを見据えた取組みや、市民後見人などの担い手の充実にも努めていく必要があり

ます。 
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施策目標 取組み実績など 全体評価 

相談支援体制の充実 

・すこやか健康相談室「北部リー

フ」を開設（平成 29 年 12 月） 

・延べ相談件数 

平成 27 年度：84,087 件 

平成 30 年度：105,845 件 

・各種相談機関で適切に相談対

応を実施 

・関係機関との連携強化や担当

者のスキルアップが必要 

生活困窮者への支援 

・家計相談事業の開始（平成 30

年度～）など、制度を充実 

・関係機関とネットワークを構築 

・自立に向けた支援を実施 

・制度の周知やハローワークコ

ーナー等の利用促進が課題 

福祉施策の充実 

・平成 28 年３月「第 3 次枚方市

ひとり親家庭等自立促進計画」

策定、など 

・各計画に基づく福祉施策を推 

進 

・引き続き連携･調整を図る 

権利擁護の推進 

・市長による成年後見の申立てへ

の対応 

・関係機関等への制度の周知 

・概ね取組みを推進 

・制度の周知や、市民後見人等

の担い手の充実は今後も重要 

 

 

 

 基本方向２ 地域福祉活動の担い手づくり  

 

『地域福祉活動の担い手づくり』を重点取組み事項に掲げ、地域住民や地域団体等がそれ

ぞれの立場で役割を分担し、地域社会を支えていく活動を推進してきました。枚方市社会福

祉協議会との連携としては、保健センターと「いきいきサロン健康づくりサポーター養成講

座」を開催し、いきいきサロンの運営者の育成を図ったほか、地域のサロンなどで行ってい

る講座の講師として市職員を派遣するなどに努めました。 

また、地域にある様々な公的施設を活用して、定期的に地域活動に取り組める拠点の創出

につなげたほか、地域活動の重要な拠点のひとつである自治会館の建設やバリアフリー化に

係る費用を助成しました。 

ただし、新たな担い手の確保に中々結びつかず１人の方が地域で複数の役をこなしている

など、抜本的な担い手不足の解消に至っていないのが実情で、今後も地域活動において誰も

が活躍できるような仕組みなどが求められるところです。 

 

施策目標 取組み実績など 全体評価 

地域での担い手づくりの支援 

・地域の活動への市職員の派遣 

・自治会館の建設助成 

・概ね取組みを推進 

・引き続き、担い手の確保やそ

の支援が必要 
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 基本方向３ 地域福祉のネットワークづくり  

 

自治会や自主防災組織などの地域組織が連携しながら、様々な福祉ネットワークが広が

っていくことは重要で、そのため『コミュニティの活動支援』では、地域での活動に係る

情報を広報ひらかたや FM ひらかた等で発信したほか、情報が手に入りにくい方向けに「ラ

ポールひらかた」で地域の情報誌を提供するなどの取組みに努めました。今後も、地域の

活動に関する情報発信等の取組みが必要です。 

重点取組み事項である『避難行動要支援者支援体制の構築支援』については、災害時の

逃げ遅れによる２次被害を防ぐために支援が必要な人の名簿を作成する｢災害時要援護者

避難支援事業｣の推進や、災害対策基本法の改正により新たに市町村に義務付けられた｢避

難行動要支援者名簿｣の取組みなどに努めました。これらは今後も、市の関係部署間での情

報共有や協議を重ねつつ、自主防災組織など避難支援等関係者からの理解や協力を得なが

ら、さらなる充実をめざして取り組む必要があります。 

また、全国的に地震や集中豪雨などの大規模災害が発生する中、本市でも平成 30 年６

月 18 日に発生した「大阪府北部を震源とする地震」をはじめ度重なる災害を経験しまし

た。日ごろからの災害に備えた取組みを地域の課題として捉えることが大事であり、近隣

住民での支えあいの大切さや災害ボランティア体制の充実なども視野に入れながら取り組

んでいくことが必要です。 

『住民参加による高齢者支援体制の基盤整備』については、平成 27 年度の介護保険制

度改正で創設された「介護予防・日常生活支援総合事業」に基づく介護予防・生活支援サ

ービス事業をスタートしたほか、地域を基礎とした体力・元気づくり、集いの場づくり、

暮らしのサポート体制の構築のため、市全域を対象とした会議体と小学校区単位の住民参

加による会議体の設置や会議の開催など、高齢者支援体制の基盤整備に取り組みました。 

 

 

施策目標 取組み実績など 全体評価 

コミュニティの活動支援 

・地域活動に関する情報提供 

・「小地域ネットワーク活動」 

など地域活動への支援 

・概ね取組みを推進 

避難行動要支援者支援体制の構築支援 

・「災害時要援護者避難支援事

業」と「避難行動要支援者名

簿」の取組みの進行 

・枚方市自主防災組織ネットワ

ーク会議や災害ボランティア

センター設置運営訓練、など 

・関係者等の理解や協力のもと、

引き続き取組みを推進 

・災害ボランティア体制など、

災害時対応を見据えたさらな

る充実が必要 

住民参加による高齢者支援体制の基盤整備  

・「介護予防・生活支援サービス」

創設と、介護予防事業と一体

的に実施する体制の整備 

・会議体の設置 

・概ね取組みを推進 

・引き続き、住民主体の地域づ

くりへの支援が必要 
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 基本方向４ 支え合い尊重し合える意識づくり  

 

『福祉意識の向上』として、人権に関する啓発や情報の発信を目的とする「人権文化セミ

ナー」においてドキュメンタリー映画の上映会や連続講座を実施しているほか、人権週間事

業として、人権擁護委員による「人権悩みごと相談」を実施するなど、人権に関する理解を

深める取組みに努めました。また、事業者と連携した地域の福祉活動としては、枚方市内の

社会福祉施設を運営する社会福祉法人で組織された「枚方市社会福祉施設地域貢献連絡会」

が地域の貢献事業として、枚方市社会福祉協議会とコミュニティソーシャルワーカーとも連

携して、市内の商業施設を活用した出張相談会を実施しました。 

『子どもの福祉教育の推進』について、市内の小中学校では認知症のことを正しく理解す

るための認知症サポーター養成講座の実施に加え、福祉施設等へ訪問しての高齢者との交流

や、点字や介護のことを学ぶ体験学習などに取り組みました。また、障害への理解を正しく

深めるための啓発イベントとして開催している「ほっこりひらかた」では、講演会やドキュ

メンタリー映画の上映会などを実施しました。 

今後も、幅広い世代や多様な主体に福祉意識が浸透していくことをめざして、多くの方々

の参加に結びつくような事業や学習の場を創出するとともに、社会福祉法人などの事業者や

商店街などの地域の資源が連携できるような事業の実施が広がっていくことが大事です。 

 

 

施策目標 主な取組み内容 全体評価 

福祉意識の向上 

・啓発事業（人権文化セミナー

など）の実施 

・社会福祉法人等による商業施

設での出張相談会の実施 

・概ね取組みを推進 

・住民や事業者等の意識の高ま

りは今後も重要 

子どもの福祉教育の推進 

・小中学生の介護体験（高齢者

施設への訪問など）への支援 

・障害者や高齢者との交流の場

の設定支援（「ほっこりひらか

た」など） 

・概ね取組みを推進 

・子どもから高齢者までの全て

の世代や、多様な主体を意識

した取組みが重要 
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２ 第４期計画に向けて取り組むべき課題 
 
【１】複雑化する地域生活課題への対応  

地域における生活課題は、小さな困りごとから深刻ですぐに解決できない問題まで多様

であり、事情に応じた相談への対応と、その解決に向けての仕組みづくりが今後も重要で

す。「市民意識調査」の結果においても『相談窓口の充実』は優先して取り組むべき施策で

の最上位に挙がっており、「第 3 期計画の総括（30～33 ページ参照）」においても、行政

内部はもちろん関係機関の間において連携を充実させていくことの重要性を認識しました。 

地域福祉において今後の大きなテーマである「地域共生社会」の実現に向けても、相談

機能が充実して関係機関がより連携を図り適切な支援につなげていくことや、住民相互の

助け合いや支えあいなども加わった、包括的な相談支援体制づくりが求められます。 

また、そのためには、本市の各福祉分野の関連計画における取組みを総合的かつ効果的

に推進していくことが重要で、さらには、制度の狭間にある人々への支援や、判断能力が

不十分であるなど、必要な人が利用できる権利擁護の取組みなども充実しながら、住民が

抱える地域生活課題に対応していくことが望まれます。 

 

取組みの方向 

 ● 相談機能の強化や各機関・窓口の連携等による包括的な相談支援体制 

 ● 福祉分野の施策や事業、各取組みなどの効果的な推進 

 ● 権利擁護に関する取組みのさらなる推進 

 

 

【２】地域で活躍する人材の確保  

地域福祉の推進には、行政による公的なサービスや制度のみならず、住民主体の活動が

大きな要素となります。近年の大規模災害により甚大な被害が度重なるごとに、地域のネ

ットワークづくりの強化による助け合い・支え合いの重要性が再認識されており、こうし

た観点からも、住民や地域の団体、事業所等によるボランティア活動や地域貢献活動とい

った、地域における組織的な活動がさらに広がっていくことが不可欠です。 

こうした地域の活動がさらに拡充していくためにも、活動に携わる人材が増え、地域で

活躍していくことが今後の課題と言えます。活躍する人材が地域の各組織でのネットワー

クを強固にするとともに、そのネットワークが有機的に機能することで地域での団結力に

つながっていくものであり、そのような、“仕組みづくり”や“仕掛けづくり”、“場づくり”

に取り組むことも重要です。 

 

取組みの方向 

 ● 住民参加の促進と、コミュニティ活動の推進やネットワーク化 

 ● 社会福祉協議会との連携などによる、ボランティア活動の推進 

● 災害時を想定した日ごろからの備えや、要配慮者を支える仕組みづくり 

 ● 様々な活動の場づくりや、参加しやすい仕組みや仕掛けづくり 
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【3】家庭、地域、社会への福祉意識の浸透  

「市民意識調査」の結果からは、地域福祉への関心や地域活動への参加については決し

て高いとは言えないのが現状です。福祉意識の向上には、本計画をはじめ、地域福祉に関

する各福祉分野別の計画や他の行政計画、また枚方市社会福祉協議会の「地域福祉活動計

画」などの地域への普及はもちろん、例えば地域福祉の潮流に関するテーマの講座などに

より、住民や関連する地域組織への関心を高めるとともに、実際の行動につながっていく

ことが課題となります。 

こうした課題への取組みは、多様性を尊重し人権問題や差別解消などにも敏感に察知で

きるような意識の啓発や理解の促進にもつながります。地域で生活する住民は、年齢や性

別、国籍や障害の有無など、様々な違いのある人々が暮らしており多様性を見せています。

社会福祉の制度やサービスの利用対象である高齢者や障害者、子ども、妊産婦はもちろん

のこと、外国人市民等や性的マイノリティの方なども同じ住民としてともに暮らしている

ことを前提に、関連する情報が等しく共有されることや、様々な違いを認め合えるような

事業やイベントを実施すること、また幼少期から福祉教育を推進していくことなどが重要

です。 

 

 

 

取組みの方向 

 ● 福祉意識の向上と、多様性を尊重する地域社会 

 ● 福祉教育の充実と学びの場や機会の創出 

 

 

き  
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第４章 計画の基本理念と視点 
 

１ 基本理念 
 
 
みんなが、いつまでも安心して地域で暮らせるように・・・支え合える地域を創る 
 
 

これは、第３期計画における基本理念の考え方を受け継ぐものです。 

これまでから、少子高齢化や核家族化、単独世帯の増加の加速化とともに、高齢者や児

童等への虐待や孤立死の問題の深刻化など、地域の生活課題が複雑多様化する様相の中、

誰もが住み慣れた地域で安心して幸せに暮らしていくためには、地域のつながりを大切に

しながら、地域に住む人々がともに生活課題や地域課題を解決するための取組みが必要な

ことから、この基本理念のもとで計画の推進に努めてきました。 

近年注目されている子どもの貧困やいわゆる「8050 問題」なども含め、こうした生活

課題や地域課題の解決には、行政だけでなく、住民や事業者等がそれぞれの役割と責任を

果たしながら連携して取り組まなければなりません。行政の公的サービスはもちろんのこ

と、行政や地域団体が連携しながら地域福祉活動を支える仕組みやボランティアなどによ

る支えあい、地域福祉の推進を目的に設置された枚方市社会福祉協議会による実践的な支

援や、事業者等による福祉サービスの提供や地域社会への貢献などの重層的な取組みが不

可欠となります。 

特に、課題を抱える住民や家庭にとって一番身近となる地域の役割は重要です。住民一

人ひとりが家庭や地域のつながりについて見つめ直し、他者の課題でもよそ事やひと事で

はなく、我が事として丸ごと受け止めるようになることが、安心して暮らせる地域社会の

実現にもつながっていくものです。 

こうしたことは、「地域共生社会」の実現にも資するものであると同時に、「誰一人取り

残さない」多様性と包摂性のある社会を実現するために 2015 年 9 月に国際連合（国連）

で採択され、我が国においても今後さらに推進される「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」

の取組みにも結びつくものと言えます。 

住民が安心して幸せに暮らすことができ、みんなが住み続けたいまちと感じる地域づく

りには、第 3 期計画での基本理念を継承しながら取組みを進めていくことが本市のめざす

べき姿であることを改めて認識しながら、地域福祉の推進に向けて本市が進むべき方向や

取り組むべき事項などを位置づけるものです。 
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２ 計画の視点  

計画の推進にあたっては、次の視点を持ち、取組みを行います。 

 
（１）人やくらしがつながるまちづくり 

すべての住民がお互いを尊重して個性や多様性を認め合うとともに、地域で暮らして

いく中で、地域での社会参加を大切にして地域生活において相互に支える・支えられ

る関係を築く視点  

（２）課題や問題が解決できる地域づくり 

さまざまな地域の団体や関係機関が「点」として活動している状況から、みんなが意

識を持ち、連携や協力のもと支援体制を包括化することで「線」や「面」となり、地

域における課題や問題の解決が図ることのできる視点 

 

本市においては、校区コミュニティ協議会や自治会など、地域住民を基本としたまちづく

りが進められています。 

そして、地域においては、厚生労働大臣および枚方市長から委嘱を受けた民生委員・児童

委員が小学校区単位での相談援助やブロック単位での地域活動を行うほか、枚方市社会福祉

協議会では小学校区ごとに設置する校区福祉委員会による福祉活動を、また地域包括支援セ

ンター（高齢者サポートセンター）では複数の小学校区を日常生活圏域として介護や医療の

相談に応じるなど、様々な支援を行っています。 

身近な地域生活課題への対応や地域ぐるみの活動の進展には、こうした主体による地域福

祉活動の充実とともに、それぞれの主体が効果的かつ重層的につながり合うことが重要です。 

 

圏域と多様な主体のイメージ図 
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第５章 計画推進の考え方 
 

１ 基本方向と施策目標 
 

取組み 
の課題 

 

基本方向 施策目標 具体的取組み 

【１】 

複雑化する

地域生活課

題への対応 

 

１.誰もが暮ら

しやすい地

域づくり 

包括的な相談支
援体制の充実 

・コミュニティソーシャルワーカーをはじめとす

る相談機能の充実 

・複合的な生活課題への対応 

・庁内外で連携・支援できる体制の拡充 

 

福祉施策の充実 ・各福祉計画に基づく福祉施策の推進 

 
権利擁護のさら
なる推進 

・成年後見制度や虐待防止をはじめとする 

権利擁護に関する制度の周知や利用支援 

・市民後見人などの養成や支援 

【２】 

地域で活躍

する人材の

確保 

 

２.誰もが活躍

できる地域

福祉のネッ

トワークづ

くり 

地域で活躍する
人が増える環境
づくり 

・地域活動への参加のきっかけづくり 

・枚方市社会福祉協議会との連携強化 

・事業者等との連携強化 

 
コミュニティの
活動支援 

・地域の情報発信の支援 

・住民参加による活動の支援 

 
災害時にも助け
合える取組みの
強化 

・避難行動要支援者などの支援体制の構築 

・地域の取組み事例の情報発信 

・災害ボランティアの充実 

 

地域の活動拠点
への支援 

・地域の活動拠点の整備等への助成 

・市内施設の活用や事業者との連携による地域

福祉活動の支援 

【３】 

家庭、地域、

社会への福

祉意識の浸

透 

 

３.誰もが支え

合い尊重し

合える意識

づくり 

福祉意識の向上 

・福祉や人権に関する理解促進のための啓発・

情報の発信 

・事業者等による地域貢献活動の広がり 

 

福祉教育の推進 ・福祉施設や交流の場などでの学習の推進 
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２ 具体的な取組み 

基本方向１ 誰もが暮らしやすい地域づくり 

地域における生活課題が複雑多様化する中、課題を解決していくには、福祉分野の各計画に

沿って福祉施策を充実させていくことはもちろんのこと、困りごとがあるときには相談窓口が

充実していて、適切に対応できることや、地域で暮らす人の権利が守られていることが基本で

あり、こうした取り組みが誰もが暮らしやすい地域をつくっていくことにつながるものです。 

施策目標１：包括的な相談支援体制の充実 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

「市民意識調査」では、市として特に優先して取り組むべき施策について、『相談窓口の充

実』が４割台と最も高い結果となりました。様々な悩みや困難を抱える人は、その問題の背

景に複合的な要因があることも多く、円滑できめ細かな対応が必要となります。 

相談体制の充実については、これまでも第 3 期計画で重点取組み事項とするなど、取組み

を進めてきました。保健・医療や生活困窮者に加え、子どもの貧困への対応、就労や住まい

の確保など、近年増加している複合的・多様化する生活課題等に対応するため、分野や対象

者の年齢などで区切られた相談機能を充実させるだけでなく、各相談機能の垣根を超えた連

携や支援を行うことが不可欠です。行政内部における組織や仕組みの構築のほか、各相談窓

口が自らの専門内容のみでなく、相談者やその世帯が抱える課題について全般的に受け止め、

内容により専門機関へ適切に繋ぐなど、“みんなで解決する”という視点で取り組みます。  

具体的取組み 説明 関連する相談窓口や取組みなど 

コミュニティソーシャルワーカ

ーをはじめとする相談機能の充

実 

コミュニティソーシャルワー

カーをはじめとする職員のス

キルアップや連携強化に取り

組みます。また、相談事業の利

用を促進するため、広報や啓発

を行うと同時にアウトリーチ

支援を強化します。 

コミュニティソーシャルワーカー 

地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）  

障害者相談支援センター 

家庭児童相談 

ひきこもり等子ども・若者相談 

配偶者暴力相談支援センター

（ひらかた DV 相談室） 

複合的な生活課題への対応 

生活困窮者への支援をはじめ

とし、ひきこもりやダブルケ

ア、8050 問題、こころの病な

どの複合的な生活課題への対

応を行います。 

自立相談支援センター 

民生委員・児童委員 

すこやか健康相談室（リーフ） 

こころの健康相談 

庁内外で連携・支援できる体制の

拡充 

庁内の組織や仕組みの構築や、

事業者や地域住民を含めた関

係機関との連携など、適切な相

談支援に取り組みます。 

各相談窓口の連携強化 

民生委員・児童委員への情報提供 
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施策目標２：福祉施策の充実 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

複雑多様化する地域生活課題等に対応するためには福祉施策の充実は不可欠です。本市で

はこれまでから福祉に関する多くの事業を実施してきましたが、今後も引き続き、分野別の

福祉計画に基づいて福祉施策の推進を図ります。 

 

施策目標３：権利擁護のさらなる推進 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方の権利が侵害されること

なく地域での生活が守られるよう成年後見制度についての周知・啓発や、利用促進に向けた

取組みを進めるほか、児童や高齢者、障害者への虐待やドメスティック･バイオレンスへの対

応などに努めます。また、最近では「エンディングノート」の作成などを通して人生の最期

に向けての決め事を設けたり、自分を見つめ直して生きがいや目標を見つけたりする「終活」

が注目を集めています。将来への備えからも、こうした権利擁護に関する制度や取組みに早

くから触れ、意識しておくことが重要と言えます。 

そして、市民の立場で第三者後見人として活動する市民後見人や今後の発展が期待される

法人後見といった権利擁護の推進を担う主体の養成や支援などにより、必要な時に必要な人

が活用できる制度となるよう推進していきます。 

具体的取組み 説明 分野別の福祉計画 

各福祉計画に基づく福祉施策の

推進 

高齢者、障害者、子ども等といっ

た福祉分野の対象者別計画に基

づき、進行管理を行いながら福祉

施策を推進していきます。 

ひらかた高齢者保健福祉計画 21 

枚方市障害者計画 

枚方市障害福祉計画・枚方市障害児福祉計画 

枚方市子ども・子育て支援事業計画 

枚方市子ども・若者育成計画 

枚方市ひとり親家庭等自立促進計画 

具体的取組み 説明 関連する事業や制度など 

成年後見制度や虐待防止をはじ

めとする権利擁護に関する制度

の周知や利用支援 

成年後見制度や虐待防止をはじ

めとする権利擁護に関する各制

度等を必要な方が利用できるよ

う周知及び利用支援に取り組み

ます。 

権利擁護に関する相談支援 

成年後見市長申立て 

成年後見利用支援事業 

各法律に基づく虐待対応窓口の設置 

市民後見人などの養成や支援 

市民後見人を養成し、その活動の

支援を行います。また、法人後見

をはじめとする権利擁護の担い

手に対して支援を行います。 

市民後見推進事業 
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基本方向２ 誰もが活躍できる地域福祉のネットワークづくり 

地域福祉を推進していくには、地域に暮らすみんなが地域福祉の主体であることを意識し、

多くの人が地域で活躍することが大切です。 

誰でも活躍できる地域福祉のネットワークをつくっていくために、地域で活躍する人が増

える環境づくりや、地域で活動されている団体の支援などに取り組んでいきます。 

施策目標１：地域で活躍する人が増える環境づくり ●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

地域の活動がさらに拡充していくためには、活動に携わる人材が欠かせません。福祉サー

ビスや地域の福祉活動の場において、いわゆる「担い手」「支える側」といった実施する主体

と、「受け手」「支えられる側」といったサービスや支援を受ける主体というように立場を固

定するのではなく、年齢・性別・国籍・ライフスタイルなどの違いや、個人・組織団体・事

業者といった垣根を越え、地域社会を構成する一員であり地域を支える主体であることを自

覚しながら、地域の活動や課題の解決などに取り組んでいくことがめざすべき方向です。 

地域活動の取組みや地域における問題の解決を一部の住民だけが背負うのではなく、地域

で暮らす一人ひとりが意識し行動につながるような仕組みや仕掛けなど、環境づくりをすす

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的取組み 説明 関連する事業や制度など 

地域活動への参加のきっかけづ

くり 

地域の活動に参加するきっかけ

がない方に対し、広報活動や周知

活動を実施します。また、地域で

の活動について見える化を図る

ことで、地域の活動に参加する人

の増加に向けた支援を行います。 

地域活動に関するセミナーなど

の開催 

民生委員活動の理解促進 

枚方市社会福祉協議会との連携

強化 

地域福祉活動を支える枚方市社

会福祉協議会との連携を一層強

化し、地域福祉のネットワークを

拡充していきます。 

地域活動の運営者育成研修 

ボランティアの育成 

校区福祉委員会活動 

事業者等との連携強化 

福祉事業者のみならず一般企業、

大学等の社会貢献活動を支援し

ていきます。 

事業者等のボランティア活動支援 
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施策目標２：コミュニティの活動支援 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 市内の各地域において、それぞれの地域の特徴・特色を生かした活動に取り組まれている

なかで、活動が円滑に進むよう、また活躍する人が増えるための支援を行います。 

 ここでの”コミュニティ”は、「地域の窓口」として、各校区が抱える様々な課題の解決に取

り組む校区コミュニティ協議会、地縁による組織としての自治会や枚方市社会福祉協議会と

ともに「福祉のまちづくり」を進める校区福祉委員会などが、地域で重層的に活動すること

でより良いまちづくりにつながる集合体と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的取組み 説明 関連する事業や制度など 

地域の情報発信の支援 

地域の活動の紹介や福祉に関す

る情報など、地域に根差した福

祉関連の情報が必要な人に届く

ように、様々な媒体を通じて、

情報の提供を行います。 

広報ひらかたへの記事掲載 

FM ひらかたでの情報発信 

住民参加による活動の支援 

校区コミュニティ協議会・校区

福祉委員会・PTA・子ども会など、

住民が主体となって行う、地域

での高齢者や障害者の見守り支

援や子どもの健全育成の支援と

いった多様な活動を支えます。 

校区コミュニティ協議会活動補助事業 

校区福祉委員会活動 

元気づくり・地域づくりプロジェクト 

枚方子どもいきいき広場事業 

子どもの居場所づくり（子ども食堂）推進事業  
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施策目標３：災害時にも助け合える取組みの強化 ●●●●●●●●●●●●●●●●  

 

「市民意識調査」では、地域住民が協力して取り組むべき活動についての質問に『災害時

における地域の見守り・支え合い活動』を答える人が２番目に多い結果となっていました。

災害の被害を最小限に抑えるため、「公助」だけでなく「自助」や「共助」による防災活動を

推進していくことが重要です。 

災害時に住民が助け合える体制を築くためには、平常時から災害に対する備えが必要であ

ることから、これまでの重点取組み事項であった避難行動要支援者支援体制の構築（避難行

動要支援者名簿の取組みや災害時要援護者避難支援事業など）について、今後も関係部署と

の情報共有や協議、自主防災組織等の協力を得ながら更なる充実を図るとともに、枚方市防

災マップの外国語版を作成するなど、災害弱者への配慮にも取り組みます。 

 また、災害ボランティアセンターと連携して、災害時に活躍する災害ボランティアを育成

するなど、ボランティアの充実にも取り組んでいきます。 

 

 

 

  

具体的取組み 説明 関連する事業や制度など 

避難行動要支援者などの支援体

制の構築 

「避難行動要支援者名簿」の取組

みなど、避難行動要支援者などを

支援する体制について、関係部署

との情報共有や協議・自主防災組

織等の理解や協力のもと引き続

き充実をめざすとともに、枚方市

防災マップの外国語版作成など、

災害弱者を意識した取組みに努

めます。 

「避難行動要支援者名簿」の取組

みや「災害時要援護者避難支援事

業」の充実 

枚方市防災マップ（5 か国語） 

地域の取組み事例の情報発信 

災害が発生した際の地域での体

制が充実するよう、地域の自主防

災組織を強化していくための支

援を行います。地域における先進

的な取組み、模範的なケースなど

を紹介・周知し、地域全体の取組

みの向上を狙います。 

自主防災ネットワーク会議 

災害ボランティアの充実 

災害ボランティアセンターとの

連携により、災害ボランティアの

登録者数の増加をめざすととも

に、災害時・緊急時に迅速な対応

ができる人材の育成支援を図り

ます。 

災害ボランティアセンター設置・運営シミュレーション 

災害時を想定した支援ボランテ

ィアを対象とする研修 
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施策目標４：地域の活動拠点への支援 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

地域活動の実施にあたっては、活躍する「人」（＝ソフト）が増えることも必要ですが、“活

動に参加するにも場所が遠い”  、“設備が整っておらず使用しにくい”等の問題により、活動

の停滞や活動しようとする人の意欲を消沈させることにも繋がりかねないことから、活動す

る「拠点」（＝ハード）を確保することも重要です。 

地域活動の拠点への支援にあたっては、これまで行っている市の所管する施設の活用や自治

会館の建設費用の助成に加え、新たな「居場所づくり事業」における拠点整備のための助成な

ども重要です。また、介護事業者がデイサービス等の休日を利用して地域の方へ交流スペース

を提供するなどの例もあることから、事業者と連携した活動拠点の支援にも取り組みます。 

 

 

 

  

具体的取組み 説明 関連する事業や制度など 

地域の活動拠点の整備等への助

成 

地域活動を行うにあたり重要な

拠点について、その整備などのた

めの助成を行います。 

自治会館の建設助成 

高齢者居場所づくり事業 

子どもの居場所づくり（子ども食堂）推進事業  

市内施設の活用や事業者との連

携による地域福祉活動の支援 

市が所管する施設の活用をはじ

め、事業者とも連携し地域にある

既存の施設等を地域活動の拠点

として活用するなどの支援を行

います。 

市が所有する施設の活用 

事業者による地域交流スペースの提供 
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基本方向３ 誰もが支え合い尊重し合える意識づくり 

地域では様々な人が生活しています。その誰もが、住みなれた地域で暮らし続けていくに

は、お互いの違いや個性を理解し尊重しあえるよう、学びを深めていくことが大切です。 

誰もが支え合い尊重し合える意識を根付かせていくため、多様な方々の理解を深める事業

や、世代を越え福祉に関する教育に取り組んでいきます。 

施策目標１：福祉意識の向上 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

地域で暮らす誰もがお互いに支えあい、尊重しながら生活していくためには、その人の個

性や多様性を理解し認め合うことが必要です。平成 28 年４月の「障害者差別解消法」や平

成 28 年 12 月の「部落差別解消法」の施行などで「合理的配慮」への取組みや社会的排除の

解消への機運も高まる中、誰もが福祉や人権のことについて適切に理解するとともに、意識

の醸成を図るために啓発や情報の発信を行うことは、「地域共生社会」の実現にも資するもの

です。 

また、行政や地域住民だけでなく、社会福祉法人や民間企業なども地域福祉の主体の一員

です。そうした団体や組織の社会貢献の活動により、地域住民とのつながりが生まれ、地域

全体で福祉意識の向上を図っていけるよう推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的取組み 説明 関連する事業や制度など 

福祉や人権に関する理解促進の

ための啓発・情報の発信 

高齢者・障害者・子どもなどの配

慮を要する方、外国人市民等や性

的マイノリティ、こころの病の方

などに対する正しい理解を深め、

互いに尊重しあえるよう、福祉や

人権に関する講座やイベントな

どを実施します。 

 

人権啓発事業 

認知症サポーター養成講座 

ゲートキーパー養成研修 

ほっこりひらかた 

社協ふくしフェスティバル 

事業者等による地域貢献活動の

広がり 

社会福祉法人や民間企業なども、

地域福祉の主体の一員であり、社

会への貢献活動などを展開され

ています。 

社会福祉法人とコミュニティソ

ーシャルワーカー等との連携に

よる出張相談会など 

民間企業等による社会貢献活動

（福祉分野への寄付など） 
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施策目標２：福祉教育の推進 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

福祉における“学び”は、世代に関わらず取り組むことが必要です。 

子どもにおいては、幼少期から福祉を学び、体験することはより身近に福祉のことを感じ

取るだけでなく、子ども自身が自らの権利に対する意識を持つことや自分を守る力を養うこ

とにもつながります。 

大人においても、「生涯学習」から最近の「終活」などにも見られるように、自身を改めて

見つめ直したり人生の最期を意識したりするなどの機会を通して、福祉に関する気づきや家

族や知人、また地域への意識や行動にもつながるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的取組み 説明 関連する事業や制度など 

福祉施設や交流の場などでの学

習の推進 

介護施設での体験学習や交流イ

ベントなど、様々な機会を学びの

場ととらえ、福祉教育を推進して

いきます。 

学校園での福祉教育や保育所

(園)などでの世代間交流 

福祉施設での介護体験 

「ほっこりひらかた」など交流イ

ベントの実施 
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第６章 計画の推進に向けて 
 

地域福祉の推進は、多様な主体がその持てる力を発揮し、時にはその力が結集し、また時

にはこれらが重なり合って進められるもので、それには、住民や事業者など多くの人や団体

の理解と協力による行動が要となります。そのため、まずは計画を普及し関心を持ってもら

えるよう広く情報を提供し、住民や事業者などからの意見も求めながら、計画で位置づけた

様々な取組みについての課題の分析や実績の評価を行うなど、計画の着実な推進に努めます。 

計画の周知としては、地域福祉に係るセミナーの開催などにより、地域福祉への理解を深

め計画について知ってもらえるような取組みに努めるとともに、「スマホアンケート」の活用

や各種イベントなどと連携して意識調査を実施するなど、機会を捉えて計画に関する理解や

浸透を図ります。 

庁内の推進体制においては、第 4 期計画における３つの「基本方向」に設けた「施策目標」

の実現に向け、「具体的取組み」の関連事業や制度として本市が進める事務事業を中心に、そ

の進捗状況の把握や事業の評価を行います。その際には、各事務事業に設定される成果や効

果といった実績測定のための指標に着目しつつも、地域福祉の推進のための「視点（37 ペー

ジ参照）」を持ち合わせながら取り組むことが重要です。例えば、コミュニティソーシャルワ

ーカーをはじめとする関連相談機関における相談件数に着目する際には、他の相談機関との

連携度合いやアウトリーチの状況にも着眼するというように、関係する各分野別の福祉計画

などとも整合・調和や連携を図っていく観点から総合的で包括的な評価に結びつけていくこ

とを念頭におきます。そして、定期的に開催する各担当部署による庁内会議などの情報を共

有できる場でその度合いを見定め、互いに意識し合うことでさらなる取組みが図れるよう努

めます。 

外部の審議・評価体制として、社会福祉審議会地域福祉専門分科会では庁内での会議等で

行った進行管理の内容等についての審議や評価を行います。また、枚方市社会福祉協議会や

関連相談機関などが把握した地域生活課題について検証するなど、地域の実情も踏まえた総

合的な評価を行うとともに、社会情勢や住民の意見等から新たな課題が生じた場合には、必

要に応じ計画の見直しや次期計画の策定への活用などに努めます。 
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女性

59.7 

男性

39.5 

回答しない 0.3 

無回答 0.6 

（n=1,074）

(％)

18～19歳 1.0 

20～29歳 8.1 

30～39歳 10.2 

40～49歳

15.3 

50～59歳

13.2 

60～69歳

18.9 

70～79歳

21.7 

80歳以上 11.0 

無回答 0.6 

（n=1,074）

(％)

自営業（農業を含む)

3.6 

勤め人（会社員･

公務員･団体職員)

28.1 

パート、アルバイト

(派遣･契約社員含む)

15.7 

学生 2.9 

家事専業

(主婦､主夫)

23.1 

無職（学生､

家事専業を除く)

24.1 

その他 1.2 

無回答 1.2 

（n=1,074）

(％)

ひとり暮らし

11.5 

夫婦のみ

32.0 二世代世帯

46.8 

三世代世帯 5.5 

その他 3.2 

無回答 1.0 

（n=1,074）

(％)

1.7 

9.3 

9.3 

10.2 

49.8 

10.1 

12.4 

23.8 

2.2 

0 10 20 30 40 50

乳児（1歳未満)

幼児（1歳から小学校就学前)

小学生

中学生、高校生

65歳以上の方

要介護・要支援認定を受けている方

障害者手帳を持っている方

いずれもいない

無回答

（n=1,074）

(MA%)

１ 「地域福祉」に関する市民アンケート調査結果 

 

（１）回答者自身のことについて 

問１ あなたの性別について（○は１つ） 

問２ あなたの年齢について（○は１つ） 

【問１ 性別】 【問２ 年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 現在のあなたの職業について（○は１つ） 

問４ 現在同居されている家族構成について（○は１つ） 

問4-1 ご自身も含めて、ご家族の中に、次のような方はいますか。（○はいくつでも） 

 

【問 3 職業】 【問 4 家族構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 4-1 子どもや高齢者等の状況】 
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北部地域

26.9 

中部地域

17.9 
南部地域

30.7 

東部地域

21.1 

無回答 3.4 

（n=1,074）

(％)

持ち家

(一戸建て)

60.3 

持ち家

(分譲マンションなど)

19.3 

借家（一戸建て)

2.0 

借家（賃貸マンション･

アパート等など) 11.3 

公的住宅（市営･府営･

公社など) 5.2 

その他 0.8 

無回答 1.0 

（n=1,074）

(％)

1年未満 3.4 

1～2年 4.7 

3～5年 9.7 

6～10年 10.0 

11～20年

26.8 

21年以上

44.8 

無回答 0.7 

（n=1,074）

(％)

加入している

77.6 

以前加入していたが､

今は加入していない

5.6 

加入したことはない 6.2 

自治会がない

3.7 

加入しているかどうかわからない

(自治会があるかどうかわからない)

5.9 

無回答

1.0 

（n=1,074）

(％)

暮らしやすい

41.7 

どちらかといえば

暮らしやすい

49.2 

どちらかといえば

暮らしにくい 6.0 

暮らしにくい 1.6 

無回答 1.6 

（n=1,074）

(％)

問５ あなたは枚方市内のどちらにお住まいですか。（町名をご記入ください） 

問６ 現在のお住まいについて（○は１つ） 

問6-1 現在のお住まいの居住年数について（○は１つ） 

問７ あなたの世帯の自治会への加入状況について（○は１つ） 

 

【問５ 居住地域】 【問６ 住居形態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 6-1 居住年数】 【問７ 自治会への加入状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域での生活について 

問８ お住まいの地域について、あなたは暮らしやすいと感じていますか。（○は１つ） 

【問８ 居住地域の暮らしやすさ】  
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4.1 

6.2 

2.2 

19.4 

6.9 

8.3 

23.0 

26.7 

10.4 

10.4 

7.9 

24.7 

37.6 

12.8 

41.4 

39.4 

27.7 

44.2 

39.9 

42.5 

32.4 

35.8 

45.9 

39.5 

43.8 

19.6 

36.9 

36.0 

18.2 

14.2 

33.7 

33.6 

31.6 

18.5 

10.1 

28.6 

13.2 

12.4 

20.1 

10.7 

13.0 

8.8 

15.0 

17.8 

5.5 

2.8 

10.2 

5.0 

2.6 

6.1 

2.9 

4.5 

2.0 

7.1 

5.7 

1.3 

3.8 

2.3 

1.3 

1.9 

1.7 

1.0 

1.7 

2.6 

1.5 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑪高齢者や障害のある人も暮らしやすい地域である

⑩子育てがしやすい地域である

⑨まちのバリアフリー化が進んでいる

⑧鉄道やバス路線などが整備され、交通が便利だ

⑦防犯などがしっかりしており､治安が良い

⑥交通事故などの心配が少ない

⑤病院や診療所が多く､医療の面で安心だ

④買い物がしやすいなど､日常生活の利便性が高い

③親切な人が多い

②地域活動や地域行事が活発である

①住民同士の仲がよく、お互いによく知っている

無回答
非常に

そう思う
（n=1,074）

ややそう思う どちらともいえない

まったくそう思わない

あまりそう思わない

何か困ったときに助け合える

親しい人がいる 17.0 

お互いに訪問し合う程度

の人がいる 7.4 

立ち話をする程度の人がいる

27.5 

あいさつをする程度の人がいる

34.5 

近所づきあいは

ほとんどない

9.2 

無回答 4.4 

（n=1,074）

(％)

問９ 現在住んでいる地域において、次の①～⑪の各項目について、どのように感じて 

いますか。（○は１つずつ） 

【問 9 居住地域の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問10 あなたはふだん、近所の方とどの程度おつきあいをしていますか。（○は１つ） 

【問 10 近所づきあいの程度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問10で「4.あいさつをする程度の人がいる」「5.近所づきあいはほとんどない」を選んだ方にお聞きします。】 

問10-1 そうお答えになった理由としてあてはまるものは何ですか。（○はいくつでも） 

【問 10-1 近所づきあいをしていない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.1 

9.1 

15.5 

8.5 

23.0 

48.9 

4.3 

3.8 

0.6 

0 10 20 30 40 50

仕事などで家をあけることが多く、知り合う機会がない

留守の家が多いなど、周囲で近所づきあいが感じられない

近所づきあいをしたいと思うが、なかなかきっかけがない

近所づきあいの必要性は感じない（メリットを感じない）

近所の人と関わりを持ちたいと思わない

（失礼のないよう挨拶はするが､それ以上親しくはなりたくない）

近所づきあいとして、あいさつをする程度の関係がよいと思っている

その他

特にない

無回答

（n=470）

(MA%)
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【すべての方にお聞きします。】 

問11 もしも、身近に次の①～⑥のようなことがあった場合、あなたはどこに連絡・ 

相談しようと思いますか。（それぞれ○はいくつでも） 

【問 11 場面別の通報先】 
 

＜ ①近所で子どもが虐待を受けているのではないか ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ②近所でお年寄りが虐待を受けているのではないか ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ③近所でひとり暮らしのお年寄りをしばらく見かけないが、家の中で倒れているのではないか ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ④認知症だと思われるお年寄りが徘徊している ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 

19.2 

2.6 

40.8 

41.3 

2.8 

4.3 

1.2 

4.8 

0 25 50 75 100

校区コミュニティ協議会や自治会

民生委員・児童委員

枚方市社会福祉協議会、校区福祉委員会

市役所・児童相談所・地域包括支援センターなどの公的機関

警察・交番

その他

誰かがすると思うので自分からはしない

他人が連絡・相談するべきことではない

無回答

（n=1,074）

(MA%)

10.9 

16.4 

8.0 

32.0 

42.2 

2.7 

5.2 

2.0 

5.5 

0 25 50 75 100

校区コミュニティ協議会や自治会

民生委員・児童委員

枚方市社会福祉協議会、校区福祉委員会

市役所・児童相談所・地域包括支援センターなどの公的機関

警察・交番

その他

誰かがすると思うので自分からはしない

他人が連絡・相談するべきことではない

無回答

（n=1,074）

(MA%)

19.8 

18.4 

4.7 

14.5 

42.6 

5.0 

7.2 

2.9 

5.3 

0 25 50 75 100

校区コミュニティ協議会や自治会

民生委員・児童委員

枚方市社会福祉協議会、校区福祉委員会

市役所・児童相談所・地域包括支援センターなどの公的機関

警察・交番

その他

誰かがすると思うので自分からはしない

他人が連絡・相談するべきことではない

無回答

（n=1,074）

(MA%)

14.3 

12.7 

4.3 

14.4 

56.8 

3.4 

5.6 

2.4 

5.1 

0 25 50 75 100

校区コミュニティ協議会や自治会

民生委員・児童委員

枚方市社会福祉協議会、校区福祉委員会

市役所・児童相談所・地域包括支援センターなどの公的機関

警察・交番

その他

誰かがすると思うので自分からはしない

他人が連絡・相談するべきことではない

無回答

（n=1,074）

(MA%)
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＜ ⑤障害や病気､経済的問題など､何らかの困難を抱えた家庭があり､地域から孤立しているようで心配だ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ⑥不審な人が学校周辺や地域をうろついている ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問12 あなたが、「地域の関わり合いが必要だ」と感じるのはどのようなときですか。 

（○はいくつでも） 

【問 12 地域の関わり合いが必要と感じるとき】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.4 

18.8 

10.0 

30.7 

8.4 

4.2 

9.9 

12.5 

6.1 

0 25 50 75 100

校区コミュニティ協議会や自治会

民生委員・児童委員

枚方市社会福祉協議会、校区福祉委員会

市役所・児童相談所・地域包括支援センターなどの公的機関

警察・交番

その他

誰かがすると思うので自分からはしない

他人が連絡・相談するべきことではない

無回答

（n=1,074）

(MA%)

12.8 

2.6 

0.8 

2.4 

84.2 

2.9 

3.0 

0.2 

4.6 

0 25 50 75 100

校区コミュニティ協議会や自治会

民生委員・児童委員

枚方市社会福祉協議会、校区福祉委員会

市役所・児童相談所・地域包括支援センターなどの公的機関

警察・交番

その他

誰かがすると思うので自分からはしない

他人が連絡・相談するべきことではない

無回答

（n=1,074）

(MA%)

53.6 

51.1 

67.5 

18.0 

12.0 

29.3 

42.4 

22.3 

1.0 

5.3 

1.4 

0 25 50 75

高齢者の孤立死や虐待のニュースなどを見聞きしたとき

子どもに関する事件や虐待のニュースなどを見聞きしたとき

災害が発生した被災地のニュースなどを見聞きしたとき

地域の行事に参加したとき

周囲に気軽に相談できる人がいないと感じたとき

近所で手助けが必要な人を見かけたとき

近所でトラブルや事件（空き巣など）が発生したとき

地域ぐるみで防災活動や防犯活動に取り組んでいることを聞いたとき

その他

特に必要性を感じたことはない

無回答

（n=1,074）

(MA%)
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積極的に参加している

4.2 

都合が合えば参加している

(声がかかった時は参加している)

25.6 

参加したいと思うが、参加できていない

(都合がつかない) 28.3 

参加していない

(参加しようとは思わない)

40.8 

無回答 1.1 

（n=1,074）

(％)

（３）地域活動やボランティア活動について 

問13 地域活動やボランティア活動について、あなたが知っているものは何ですか。 

（○はいくつでも） 

【問 13 地域活動等の認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問14 問13のような活動について、あなたはどの程度参加していますか。（○は１つ） 

【問 14 地域活動等の参加状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.3 

9.0 

35.4 

6.2 

14.4 

20.4 

32.8 

11.1 

10.9 

44.3 

49.4 

14.7 

25.0 

34.1 

38.4 

23.2 

5.1 

0.7 

9.0 

2.3 

0 20 40 60

高齢者を対象としたサロンや交流会(いきいきｻﾛﾝ､ふれあいｻﾛﾝ)

障害のある人を対象としたサロンや交流会

子育てサロン

世代間交流会

喫茶・茶話会

ひとり暮らし高齢者の食事会

こども食堂

見守り訪問活動

福祉施設や病院での活動

子どもの見守り活動

パトロールなどの地域安全活動

健康づくりに関する活動

スポーツ・文化・レクリエーション活動

環境保全・美化活動（清掃活動など）

寄付・募金活動

災害時の救援活動、被災地支援

国際交流活動

その他

いずれも知らない

無回答

（n=1,074）

(MA%)
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【問 14 で「1.積極的に参加している」「2.都合が合えば参加している」を選んだ方にお聞きします。】 

問14-1 実際に参加している活動は何ですか。（○はいくつでも） 

【問 14-1 実際に参加している活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 14 で「1.積極的に参加している」「2.都合が合えば参加している」を選んだ方にお聞きします。】 

問14-2 ふだん、どういった団体・組織で活動されていますか。（○はいくつでも） 

【問 14-2 所属団体・組織】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問14-3 実際に活動に参加してみて、よかったと思えることは何ですか。（○はいくつでも） 

【問 14-3 活動に参加してよかったと思えること】 

 

 

 

 

 

 

 

18.4 

3.1 

6.6 

5.6 

4.4 

7.8 

2.5 

3.8 

3.4 

13.1 

23.8 

9.7 

23.8 

38.8 

27.5 

8.4 

2.5 

3.1 

5.0 

0 10 20 30 40

高齢者を対象としたサロンや交流会(いきいきｻﾛﾝ､ふれあいｻﾛﾝ)

障害のある人を対象としたサロンや交流会

子育てサロン

世代間交流会

喫茶・茶話会

ひとり暮らし高齢者の食事会

こども食堂

見守り訪問活動

福祉施設や病院での活動

子どもの見守り活動

パトロールなどの地域安全活動

健康づくりに関する活動

スポーツ・文化・レクリエーション活動

環境保全・美化活動（清掃活動など）

寄付・募金活動

災害時の救援活動、被災地支援

国際交流活動

その他

無回答

（n=320）

(MA%)

55.6 

3.4 

3.4 

0.0 

13.1 

1.9 

8.1 

5.0 

10.3 

8.1 

10.3 

10.6 

10.6 

0 20 40 60

校区コミュニティ協議会や自治会

校区福祉委員会

民生委員・児童委員

人権擁護委員

老人クラブ

青少年育成指導員

子ども会

ひとり暮らし老人会

ＰＴＡ

自主防災組織等

ボランティア団体

その他

無回答

（n=320）

(MA%)

27.2 

15.6 

59.7 

34.4 

14.1 

11.9 

2.8 

9.1 

7.2 

0 20 40 60

地域の役に立てる、感謝される

充実感や達成感、生きがいを得られる

さまざまな人と接することができる

友だちや仲間ができる

自分の知識や経験、特技などを活かせる

心身が健康に過ごせる

その他

特にない

無回答

（n=320）

(MA%)
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問 14-4 活動に参加するなかで、現状の課題としてどういったことを感じますか。 
（○はいくつでも） 

【問 14-4 活動に参加して感じた課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 14 で「3.参加したいが、参加できていない」「4.参加していない」を選んだ方にお聞きします。】 

問 14-5 地域の活動に参加していない（できない）理由は何ですか。（○はいくつでも） 

【問 14-5 活動に参加していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 14-6 今後、機会があれば参加してみたい活動はありますか。（○はいくつでも） 

【問 14-6 参加してみたい活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.3 

22.1 

24.3 

12.9 

31.8 

10.8 

16.7 

21.3 

11.2 

1.8 

3.6 

6.2 

0 10 20 30 40

仕事があり時間がとれない

（仕事以外で忙しく）都合がつかない

どのような活動があるのかわからない(情報がない)

気軽に参加できる活動がない

参加するきっかけがない

参加する方法（申し込み方法）がわからない

一緒に参加する仲間がいない

健康面や体力面で不安がある

地域での活動に興味がない

その他

特にない

無回答

（n=742）

(MA%)

10.0 

11.3 

39.1 

11.3 

36.9 

52.2 

6.3 

14.7 

4.1 

4.7 

3.1 

10.3 

9.7 

0 20 40 60

活動の場の確保や環境の整備が十分でない

運営・活動費が不足している(活動資金の調達に苦労している)

活動におけるリーダーへの負担が大きい(後継者の育成が進んでいない)

地域の理解・協力が得られにくい

活動への参加者が少ない

参加者の高齢化(若い世代の参加が少ない)

参加者の募集・受け入れ体制が不十分

活動内容のＰＲ（知ってもらう機会)が不足している

研修の場がない

活動参加者同士の情報交換の場が不足している

その他

特にない

無回答

（n=320）

(MA%)

8.9 

3.9 

6.1 

4.6 

4.3 

3.0 

8.4 

1.8 

3.9 

9.4 

5.1 

11.3 

15.2 

8.8 

2.6 

10.9 

3.6 

0.7 

33.3 

0 10 20 30 40

高齢者を対象としたサロンや交流会(いきいきｻﾛﾝ､ふれあいｻﾛﾝ)

障害のある人を対象にしたサロンや交流会

子育てサロン

世代間交流会

喫茶・茶話会

ひとり暮らし高齢者の食事会

こども食堂

見守り訪問活動

福祉施設や病院での活動

子どもの見守り活動

パトロールなどの地域安全活動

健康づくりに関する活動

スポーツ・文化・レクリエーション活動

環境保全・美化活動（清掃活動など）

寄付・募金活動

災害時の救援活動、被災地支援

国際交流活動

その他

特になし

（n=742）

(MA%)
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【すべての方にお聞きします。】 

問15 地域住民が協力して取り組むとよい活動は何だと思いますか。（○はいくつでも） 

 

【問 15 地域住民が協力して取り組むべき活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 地域の活動がより活発なものとなるため（または、活動に参加する人を増やすた

め）に、特にどういったことが必要だと思いますか。（○は３つまで） 

 

【問 16 地域の活動が活発なものとなるために必要なこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.8 

22.3 

7.2 

16.6 

12.8 

26.4 

30.0 

11.8 

23.6 

11.2 

16.2 

2.2 

12.0 

5.6 

0 10 20 30 40

気軽に相談できる窓口を設置する

活動できる拠点や場所を整備する

ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞや寄付などで、団体･組織に対する活動資金を援助する

交通費などの実費負担をなくす

知識や技術を学べる研修や講習会の機会を増やす

活動に関する情報を積極的にＰＲする

気軽に体験や参加ができる場を設ける

次世代の人材・リーダーを育成する

退職した人や子育てが終わった人などに積極的に声かけをする

参加者が友人・知人へ呼びかける

仕事などで時間がない人でも参加しやすいような活動を新たに提案する

その他

わからない

無回答

（n=1,074）

(3LA%)

31.1 

30.6 

17.1 

47.6 

36.9 

27.3 

34.6 

9.6 

6.0 

10.1 

12.5 

14.2 

39.6 

1.1 

7.1 

5.4 

0 10 20 30 40 50

校区コミュニティ協議会や自治会としての活動

地域の行事やイベントなどのお手伝い（お祭りなど)

親の急な用事等での子どもの一時預かりなど、育児・保育の支援

子どもの安全対策、地域での見守りなど(あいさつ･声かけ運動など)

交通安全や防犯・防災などの活動（地域のパトロールなど)

地域の道路や公園などの清掃活動（環境美化活動)

高齢者やひとり暮らし世帯への声かけ・見守りなどの訪問活動

障害のある人への手話、点訳、要約筆記などの支援

地域でのサロンや昼食会などの運営

ボランティアによる健康料理講習会や健康体操の開催

文化・芸術・スポーツなどのサークル的な活動の指導

買い物や家事、移動などの生活支援

災害時における地域の見守り・支え合い活動

その他

特にない

無回答

（n=1,074）

(MA%)
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（４）生活上の課題について 

問17 日々の生活において、特に悩みや不安を感じていることは何ですか。（○は３つまで） 

【問 17 日常生活での悩みや不安】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問18 日々の生活において特に困ったことがあった場合、あなたは、家族や親戚以外では、

だれ（どこ）に相談をしていますか。（○はいくつでも） 

【問 18 困りごとの相談先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問19 日頃の地域での助け合いについてお聞きします。 

（１）ふだん、あなたが手助けしてほしいことは何ですか。（○は３つまで） 

【問 19(1) 地域で手助けしてほしいこと】 

 

 

 

 

 

 

 

51.7 

45.5 

7.5 

26.2 

29.1 

5.8 

16.0 

2.2 

14.5 

2.8 

0 20 40 60

自分の健康

家族の健康

育児・保育の問題

介護の問題

経済的問題

近所との関係

自分や家族の生活上の問題(進学､就職､結婚など)

その他

特にない

無回答

（n=1,074）

(3LA%)

18.2 

51.7 

17.0 

3.5 

11.2 

8.9 

2.9 

0.6 

3.1 

11.3 

1.0 

17.7 

3.9 

0 20 40 60

近所の人

友人・知人（近所の人以外)

職場の人

保育所や幼稚園、学校の先生など

病院関係者（医師や看護師など)

ケアマネジャーなど福祉サービスの関係者

校区コミュニティ協議会や自治会の役員

校区福祉委員会

民生委員・児童委員

市役所等にある相談窓口

その他

相談はしていない（相談できる人はいない)

無回答

（n=1,074）

(MA%)

7.8 

5.8 

4.4 

4.5 

3.0 

3.5 

3.4 

1.0 

69.9 

6.7 

0 25 50 75

安否確認の声かけ

趣味などの話し相手

買い物の手伝い

ゴミ出し

玄関前の掃除

短時間の子どもの預かり

子育ての相談

その他

特にない

無回答

（n=1,074）

(MA%)
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（２）困っている家庭に対して、あなたが手助けできることは何ですか。（○は３つまで） 

【問 19(2) 自身が手助けできること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問20 次の相談窓口や制度などについて、あなたが知っているものはありますか。 

【問 20 相談窓口や制度などの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

1.8 

0.8 

0.1 

2.0 

6.4 

0.2 

0.6 

0.6 

18.0 

0.3 

1.3 

3.7 

5.4 

11.2 

12.0 

14.0 

18.3 

7.8 

15.1 

14.0 

14.2 

19.3 

24.7 

13.2 

9.9 

4.6 

33.7 

14.1 

19.8 

26.4 

42.1 

25.0 

25.1 

25.1 

30.2 

22.7 

28.4 

31.3 

29.1 

36.2 

34.6 

21.0 

15.4 

9.5 

27.6 

30.9 

36.2 

45.2 

33.5 

55.2 

54.2 

52.1 

43.5 

61.0 

46.6 

45.5 

48.1 

34.4 

27.0 

57.4 

66.0 

76.8 

12.3 

46.2 

34.5 

18.0 

13.6 

8.0 

8.0 

8.7 

8.0 

8.5 

8.2 

8.4 

8.5 

8.2 

7.3 

8.2 

8.2 

8.6 

8.5 

8.6 

8.1 

6.7 

5.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑱生活困窮者自立支援制度

⑰成年後見制度・日常生活自立支援事業

⑯ひらかたいのちのホットライン

⑮いじめ専用ホットライン

⑭教育安心ホットライン

⑬ひらかた健康ほっとライン24

⑫自立相談支援センター

⑪障害者虐待防止センター

⑩障害者相談支援センター

⑨高齢者サポートセンター

(枚方市地域包括支援センター)

⑧枚方市配偶者暴力相談支援センター

「ひらかたＤＶ相談室」

⑦子ども総合相談センター「となとな」（ひきこもり等

子ども･若者相談ｾﾝﾀ-､家庭児童相談､ひとり親家庭相談)

⑥男女共生フロア・ウィル

⑤保健センター、保健所

(北部リーフ､母子･成人相談など)

④コミュニティソーシャルワーカー

(いきいきネット相談支援センター)

③校区福祉委員会

②枚方市社会福祉協議会

①民生委員・児童委員

利用・相談

したことがある（n=1,074）

名前も活動内容も知っているが、

利用・相談したことはない

名前は知っているが、

活動内容は知らない 無回答名前も知らない

43.1 

16.9 

15.7 

21.9 

16.9 

6.9 

6.2 

1.4 

27.9 

5.4 

0 10 20 30 40 50 60

安否確認の声かけ

趣味などの話し相手

買い物の手伝い

ゴミ出し

玄関前の掃除

短時間の子どもの預かり

子育ての相談

その他

特にない

無回答

（n=1,074）

(3LA%)
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問21 平成27年度から始まった「生活困窮者自立支援制度」では、これまで制度の狭間に

置かれてきた社会的・経済的に孤立している生活困窮者に対する支援の強化が進め

られています。生活困窮状態に陥った人や世帯に、どういった支援が必要だと思い

ますか。あなたのお考えをお聞かせください。（○はいくつでも） 

【問 21 生活困窮者に対して必要な支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）防災の取り組みについて 

問22 地震や風水害などの自然災害が起こったとき、自分自身がどこに避難すればいいか

知っていますか。（○は１つ） 

問 23 災害が起こったとき、あなたは、一人で避難できると思いますか。（○は１つ） 

【問 22 災害時の避難先の認知度】 【問 23 自力での避難の可否】 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

問23で「2.誰かの声かけがあればできると思う」「3.できないと思う」を選んだ方にお聞きします。】 

問23-1 その際、身近な存在で避難を手助けしてくれる人はいますか。（○はいくつでも） 

【問 23-1 避難を手助けしてくれる人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っているし、実際に

避難したことがある

3.5 

知っているが、

避難したことはない

82.6 

知らない 11.6 

無回答 2.2 

（n=1,074）

(％)

できると思う

72.3 

誰かの声かけ（安否確認)

があればできると思う

17.0 

できないと思う

(誰かの手助けが必要)

8.9 

無回答

1.8 

（n=1,074）

(％)

61.3 

35.5 

19.7 

11.5 

2.9 

5.0 

3.9 

0.4 

3.2 

1.1 

0.7 

12.5 

3.6 

0 25 50 75

家族・親戚

近所の人

友人・知人

自治会の人

自主防災組織

消防団

民生委員・児童委員

校区福祉委員会

ヘルパーなどの介護職員

医療機関の関係者

その他

誰もいない

無回答

（n=279）

(MA%)

59.5 

56.9 

24.1 

19.9 

34.1 

8.0 

1.8 

15.1 

5.0 

0 10 20 30 40 50 60

就労支援（知識・技能の習得支援)

自立に向けた相談の支援

家賃の補助等の支援

家計管理に関する指導等の支援

子どもへの学習支援

貸付のあっせん等の支援

その他

わからない

無回答

（n=1,074）

(MA%)
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参加している 6.5 

都合があえば参加している

22.3 

訓練があることは知っているが、

参加していない（実施日を知らない)

33.8 

訓練が行われているか

どうかわからない 28.6 

訓練は行われていない 4.5 

無回答 4.4 

（n=1,074）

(％)

【すべての方にお聞きします。】 

問 24 あなたは、日頃から地域の防災訓練等に参加していますか。（○は１つ） 

問 25 枚方市での災害時における「避難行動要支援者」に関する取り組みについて、あなたは

知っていますか。（○は１つ） 

【問 24 地域の防災訓練等への参加状況】 【問 25 避難行動要支援者に関する取り組みの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

問26 地域における災害時の備えとして、どのような取り組みが重要だと思いますか。 

（○はいくつでも） 

【問 26 地域における災害時の備えとして重要な取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）これからの地域福祉について 

問27 福祉に関する情報をどこから入手したいですか。（○は３つまで） 

【問 27 福祉に関する情報の入手先の希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおむね知っていた

4.7 

少し知っていた

18.0 

知らなかった

(初めて知った)

73.5 

無回答 3.9 

（n=1,074）

(％)

25.7 

51.1 

43.6 

31.0 

26.0 

59.0 

53.8 

49.7 

1.4 

4.5 

3.4 

0 25 50 75

防災に関する学習会・講習会

日頃からのあいさつ、声かけやお付き合い

防災訓練

近隣の危険な箇所の把握（ｺﾝｸﾘｰﾄ塀など)

避難行動要支援者の把握

食料・飲料などの備蓄

避難場所や避難経路の事前確認

防災マップなどで災害警戒区域の事前確認

その他

わからない

無回答

（n=1,074）

(MA%)

72.6 

7.7 

33.2 

18.9 

20.1 

26.7 

13.8 

0.7 

5.5 

3.7 

0 25 50 75

市の広報（紙・インターネット)

支所や生涯学習市民ｾﾝﾀｰなどにある施設掲示板や配架ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

校区コミュニティ協議会や自治会の回覧板

新聞、テレビ、ラジオ

地域情報誌

インターネットやＳＮＳ

市の窓口や電話への問い合わせ

その他

特に入手していない（入手できていない)

無回答

（n=1,074）

(3LA%)
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問28 地域福祉に関する行政と住民の協働（パートナーシップ）について、あなたの考え

に最も近いものを選んでください。（○は１つ） 

【問 28 地域福祉に関する行政と住民の協働に対する考え】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問29 地域における福祉を推進するために、市として、特に優先して取り組むべき施策は

何だと思いますか。（○は３つまで） 

【問 29 地域福祉推進のために優先して取り組むべき施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.0 

24.8 

21.4 

4.4 

9.8 

14.8 

11.4 

9.0 

10.1 

12.7 

22.6 

2.3 

15.1 

4.7 

0 10 20 30 40 50

相談支援体制の充実（さまざまな相談支援窓口の充実など)

福祉施策の充実（各福祉計画に基づく福祉施策の推進など)

生活困窮者への支援の充実

(地域やハローワークとの連携による支援など)

権利擁護の推進（成年後見制度の周知や利用促進･支援など)

地域での担い手づくりの支援（サロン活動への支援など)

コミュニティへの活動支援（地域の情報発信の支援など)

避難行動要支援者支援体制の構築支援

(避難行動要支援者名簿の作成や災害時の取り組みの充実など)

住民参加による高齢者支援体制の基盤整備

(住民参加による会議体の設置や整備など)

福祉意識の向上（人権に関する啓発や情報の発信など)

子どもの福祉教育の推進（介護施設での体験実習の支援など)

複雑多様化する地域課題への対応

(ダブルケア､8050問題､再犯防止の取り組み､など)

その他

特にない（わからない)

無回答

（n=1,074）

(3LA%)

2.7 

16.9 

46.7 

13.3 

0.7 

13.5 

6.2 

0 10 20 30 40 50

社会福祉を実施する責任は行政にあるため、住民が協力することはない

行政サービスで解決できない問題は、住民も協力するべきである

行政と住民が協力しあい、ともに問題解決に取り組むべきである

家庭や地域で助け合うのが基本で､それでも難しい場合に行政が援助すべきである

その他

わからない

無回答

（n=1,074）

(％)

●図表中の「ｎ（number of case）」は、有効標本数（集計対象者総数）を表している。 

●図表中に以下の表示がある場合は、複数回答を依頼した質問を示している。 

・ ＭＡ ％（ Multiple Answer）：回答選択肢の中からあてはまるものをすべて選択する場合 

・３ＬＡ％（3 Limited Answer）：回答選択肢の中からあてはまるものを３つ以内で選択する場合 

※特に断りがない限り、単一回答（回答選択肢の中からあてはまるものを１つだけ選択する）形式の

設問である。 
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２ 用語解説 
 

あ行                                   

◆アウトリーチ 

相談員などが地域や支援を必要とする人のもとに直接出向いて、地域福祉の推進に

向けた仕組みづくりの働きかけや相談業務を行ったりすることです。 

◆ＳＤＧｓ 

2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の

国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載され

た 2016 年から 2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための 17

のゴール・169 のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」社会の実現をめざ

し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むものです。  

※SDGs とは、「Sustainable Development Goals」の略称のこと。 

◆ＮＰＯ 

Non-Profit Organization の頭文字を取ったもので、非営利組織の意。様々な分野（福

祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）において、ボランティア活動などの

社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。このうち、特定非営利活動促進法

に基づき法人格を取得した団体を NPO 法人（特定非営利活動法人）と呼びます。 

 

か行                                  

◆外国人市民等 

本市では、本市の住民基本台帳に日本以外の国籍で登録している市民（外国人市民）

に加え、日本国籍であっても国際結婚により生まれた子や、海外からの帰国者等で、

異なる文化にアイデンティティを持つ市民等のことと定義しています。 

◆元気づくり・地域づくりプロジェクト 

高齢者が安心していきいきと活躍できる地域づくりに向け、地域課題の抽出や検討

を行う会議体（第１層協議体・第２層協議体）を設置しています。地域に必要な仕組

み・場所・活動などを地域のニーズに基づいて創り出す仕組みにより、健康増進など

の元気づくりや特色のある地域づくりを進めています。  

◆校区コミュニティ協議会 

市内の小学校区を基本に、自治会など各種団体が互いの情報交換や連絡調整などを

行う協議型組織です。 大規模地震に備える災害対策、子どもの安全対策、青少年の健

全育成、ごみ減量の取り組みなど、地域のさまざまな課題の解決に向けて取り組んで

います。市は校区コミュニティ協議会を「地域の窓口」として位置づけ、お互いが果

たすべき責任と役割を明らかにしたうえで、相互に自立し対等に協力する地域のまち

づくりに取り組んでいます。 

◆校区福祉委員会 

社会福祉協議会の内部組織として、校区内住民の福祉の向上をめざし「福祉のまち

づくり」を進めることを目標に、小学校区ごとに組織されています。高齢者や障害者

など支援を必要とする人を対象にした住民主体の見守りや援助活動を行っています。 
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◆子ども食堂 

地域住民や民間団体などが主体となり、無料または低額で子どもたちに食事や団ら

んの場を提供する取組みを指します。 

◆コミュニティソーシャルワーカー 

高齢者や障害者、子育て中の親など援助を要する人を対象に、相談、見守り、福祉サー

ビスヘのつなぎなどを行う相談員のことです。英語の頭文字をとって CSW とも言います。 

 

さ行                                   

◆災害時要援護者避難支援事業 

災害が発生したときに、自力で避難指定場所まで避難することが困難な高齢者や

障害者に対し、円滑に安否の確認や避難の支援が行えるようにするための登録を募

ります。登録された情報は、自治会長や民生委員、地域の自主防災組織等の団体に

情報提供しています。 

◆サロン活動 

地域で高齢者や障害者、子育て中の人が元気に暮らすきっかけを見出し、地域の人

同士のつながりを深めるための自主活動のこと。いきいきサロンや子育てサロンなど

が地域で展開されています。 

◆市民後見人 

一般市民による成年後見人。認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人に親

族がいない場合、同じ地域に住む住民で家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産の

管理や介護契約などの法律行為を行う人のことです。 

◆社会福祉協議会 

地域福祉の推進役として社会福祉法第 109 条に明記された、営利を目的としない、公

益性の高い民間団体です。 住民や福祉団体、施設、関係機関と協力し合い、一緒に活動を

したり、活動を応援したりする役割を担っており、また地域の要望に合わせたさまざまな

福祉サービスも行っています。 

◆生活困窮者 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人を

いいます。 

◆性的マイノリティ 

性のあり方の少数者の総称です。性的マイノリティの中から、Lesbian（レズビアン）：

女性の同性愛者、gay（ゲイ）：男性の同性愛者、bisexual（バイセクシュアル）：両性愛

者、transgender（トランスジェンダー）：体の性と心の性が不一致の人、の頭文字をまと

めたものを「LGBT」といいます。 

◆成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない人について、その本人

の権利を守る援護者（「成年後見人」等）を選び法律的に支援する制度です。成年後見人等

には、預貯金や不動産などの財産管理、介護など生活に配慮する身上監護を本人に代わっ

て法的に代理や同意、取消をする権限を与えられます。 
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た行                                    

◆ダブルケア 

子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態のことをいいます。 

◆地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が 『我が事（ごと）』として参画し、 人と人、人と資源が世代や分野を超

えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ

ていく社会のことです。 

◆地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立した生活の支援を目的に、可能な限り住み慣れた地域で、自

分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るよう、住まい・医療・予防・生活支

援を一体的に提供する仕組みを指します。 

 

は行                                   

◆8050 問題 

ひきこもりの長期化、高齢化から引き起こされる社会問題。主に 50 代前後のひき

こもりの子どもを 80 代前後の親が養っている状態を指し、経済難からくる生活の困

窮や当事者の社会的孤立、病気や介護といった問題によって親子共倒れになるリスク

が指摘されています。 

◆避難行動要支援者 

高齢者や障害者等の要配慮者のうち、災害発生時の避難支援等に特に支援を要する人を

いいます。災害が発生する恐れがあるときに自分１人で安全に避難することが困難で他の

人の支援を必要とする人をいいます。 

◆避難行動要支援者名簿 

災害対策基本法に基づき、市が作成した災害時に自力で避難することが困難な人の

名簿を地域の自主防災組織や民生委員、警察、消防、社会福祉協議会などの支援関係

者へ、同意した人のみの情報を提供します。 

◆枚方子どもいきいき広場 

これからの時代を担う子どもの生きる力を育んでいくことを目的に、土曜日の学校休業

日を基本として実施している児童健全育成事業で、地域団体や NPO 団体により、各小学

校区内に住む小学 1 年生から 6 年生を対象に、文化活動やスポーツ活動など、地域の特色

を生かしたプログラムを提供されています。 

◆法人後見 

社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯなどの法人が成年後見人等になり、ご親族等が個

人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行

うことを言います。 
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ま行                                   

◆民生委員・児童委員 

地域住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、関係行政機関の業務に協力す

るなど福祉の増進を図るための活動を行います。厚生労働大臣が委嘱し、任期は３年で無

給です。 

 

や行                                   

◆要配慮者 

災害対策基本法では、要配慮者とは、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要す

る者」と定義されています。 
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枚方市地域福祉計画（第４期）＜素案＞についての 
市民意見聴取の結果について（公表） 

 
 

意見募集期間 
令和元年（2019 年）12 月 25 日（水）～ 

令和２年（2020 年）１月 14 日（火） 

意見提出者数 ４人 

公表意見数 

６件 

※ １枚の意見提出用紙に複数の意見を記入されている場合は、意見ご

とに１件としています。 

 

 

 ご意見の要旨 分科会の考え方 

１ 地域福祉を支える役割は主に自治会だが、

高齢世帯が多くなり、負担が大きくなって

いる。自治会単位の地域福祉は、崩壊の兆

しが見え始めており、市自らの直接的な活

動が必要ではないか。例えば、少子高齢化

の主要因である非正規労働者（低所得世

帯）や子育て世帯への支援、免許返納者が

増加する中で福祉・体育施設へのアクセス

の確保など。 

計画素案の 37 ページ「計画の視点」にもあり

ますとおり、地域ではさまざまな団体や組織が

活動しており、その活動により地域が支えられ

ています。地域福祉を推進するには、行政はも

ちろんのこと、住民や事業者もその主体である

ことを認識しながら、それぞれの役割のもとで

相互に協力しながら取り組んでいくことが重

要であり、その中で、行政としても必要な支援

に努めていただきたいと考えています。 

2 様々な支援や相談窓口について、市民への

周知や整理したマニュアル手帳の配布が

必要ではないか。 

また、急を要する窓口については 24 時間

体制が必要では。 

相談窓口の周知等については重要な課題と考

えています。枚方市では、各種のパンフレット

類や市ホームページなどでも周知を行ってい

ますが、必要な方に必要な支援が届くようこれ

からも取り組んでいただきたいと考えます。 

なお、枚方市には「ひらかた健康ほっとライン

24」として健康・医療をはじめ介護や育児、

メンタルヘルスなどに関する相談を24時間で

受け付けできる電話相談窓口を設置している

ほか、障害者等の虐待事案への場合には 24 時

間で対応が可能な通報体制を設けています。 

3 
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 ご意見の要旨 分科会の考え方 

3 「福祉意識の浸透」については、現役世代

はもちろん、次世代に対して危機感をもっ

て啓発広報活動することが必要。 

持続可能な住みよいまちづくりを推進す

るには、市民意識の先入観や自己中心的な

思想を転換し、公助、自助、共助に転換す

るように危機感をもって啓発すべき。 

計画素案の１ページ「２ 地域福祉計画とは」

にもありますとおり、地域福祉の推進には自

助・共助・互助・公助のそれぞれのレベルで助

け合いの仕組みづくりを進めていくことが大

切であり、計画の基本理念にもある「みんなが、

いつまでも安心して地域で暮らせる」ために

も、福祉意識の幅広い世代への浸透や周知・啓

発等を重要なテーマとして、今後もしっかりと

取り組んでいただくべきと考えます。 

4 ｐ8 から始まる統計資料について、ｐ9 出

生率の低さに驚いた。原因を追究した方が

よい。ｐ11・12 の生活保護、児童扶養手

当、自殺率は減少傾向だが、経済的要因や

社会情勢により影響を受けるものなので

安心はできないと思う。 

上記以外の統計は増加傾向にあり、早急に

計画の推進が必要だ。 

計画の推進においては、今後の社会情勢の変化

等にも対応しつつ、着実に推進していくことが

必要と考えます。 

 

＜参考＞ その他市政全般に関するご意見や、個別事業の具体的手法等に関するご意見 

・香里園東之町は子育て世帯が数年で倍増しているが公園がなく困っており、公園を作って

ほしい。（１件） 

・新庁舎の建設には、市民会館大ホール跡地に 30 階建ての新庁舎を建設してはどうか。市

役所の全ての部署を集約し、その上に分譲もしくは賃貸マンション、展望レストランや屋

上にビアガーデンを作ってはどうか。（１件） 
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答申書 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年（2020 年）１月 31 日 

枚方市長 伏見 隆 様 

枚方市社会福祉審議会 

委員長 上野谷 加代子 

地域福祉専門分科会 

会 長  所  めぐみ 

 

「枚方市地域福祉計画（第４期）について（答申） 

 

 「枚方市地域福祉計画（第４期）」について、これまでの本審議会での協議を踏まえ、

下記のとおり意見を付して答申します。 

 

記 

 

１．枚方市地域福祉計画（第４期） 別紙のとおり 

２．枚方市地域福祉計画（第４期）に関する付帯意見 

   本計画の基本理念が住民に浸透し、地域で活躍する人や団体の充実や福祉意識の醸

成につながるよう、本市における地域福祉を着実に推進していただきたい。 

   そのうえで、以下の点に充分留意されたい。 

 

（1）「地域生活課題」の解決にあたり、今後進められる庁内の組織や機構の改編など

を通じて、市としての包括的な支援体制の充実が図れるよう取り組まれたい。 

（2）「地域共生社会」の実現に向けての国の動向も含めた社会情勢の変化や地域で 

新たな課題が生じる場合なども見据えながら、５年間の計画期間内であっても臨

機応変に内容を見直すなど、より精力的な計画の推進に努められたい。 

 

以上 

 

４ 
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５ 枚方市社会福祉審議会条例 
 

平成25年12月９日 

条例第41号 

改正 平成27年３月９日条例第13号 

平成27年６月16日条例第24号 

平成29年９月13日条例第40号 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、

市長の附属機関として、枚方市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（定義） 

第２条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。 

（調査審議事項の特例） 

第３条 審議会は、法第７条第１項に規定する社会福祉に関する事項を調査審議するほか、法第

12条第１項の規定により、児童福祉に関する事項を調査審議する。 

（組織） 

第４条 審議会は、委員19人以内で組織する。 

（平27条例13・一部改正） 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、３年（委員を増員する場合その他特別の事情がある場合にあっては、３

年以内）とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員の任期） 

第６条 臨時委員の任期は、専門分科会において調査審議する事項を担任する臨時委員にあって

は３年（臨時委員を増員する場合その他特別の事情がある場合にあっては、３年以内）とし、

当該事項のうち特定の事項を担任する臨時委員にあっては当該特定の事項の調査審議が終了す

るまでとする。 

（平27条例13・一部改正） 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、委員長（委員長が定められていない場合にあっては、市長）が招集し、

委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、委員（議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ。）の４分の

１以上の者が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければ

ならない。 

３ 審議会の会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

４ 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（会議の公開等） 

第８条 審議会の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる会議は、非公開とすることができる。 

（１） 枚方市情報公開条例（平成29年枚方市条例第40号）第５条に規定する非公開情報が含

まれる事項に関する調査審議を行う会議 

（２） 公開することにより、公正かつ円滑な調査審議が著しく阻害され、その目的を達成す

ることができない会議 

２ 審議会の会議の議事については、会議録を作成しなければならない。 

（平29条例40・一部改正） 

（専門分科会） 

第９条 審議会は、次の各号に掲げる合議制の機関が処理すべき事項を担任するものとし、審議
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会に、当該各号に掲げる合議制の機関として、それぞれ専門分科会を置く。 

（１） 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第36条第４項に規定する合議制の機関 

（２） 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年

法律第77号）第25条に規定する合議制の機関 

（３） 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第１項に規定する合議制の機関 

（平27条例13・全改、平27条例24・一部改正） 

（専門分科会の組織及び運営） 

第10条 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、委員

長が指名する。 

２ 専門分科会に専門分科会長を置き、それぞれの専門分科会に属する委員及び臨時委員（民生

委員審査専門分科会にあっては、委員）の互選によってこれを定める。 

３ 専門分科会長は、専門分科会の会務を掌理する。 

４ 専門分科会長に事故があるとき又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長

が指名する委員又は臨時委員（民生委員審査専門分科会にあっては、委員）がその職務を代理

する。 

５ 第７条及び第８条の規定は、専門分科会の会議について準用する。 

６ 審議会は、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この項において同じ。）にお

いて調査審議する事項について諮問を受けたときは、当該専門分科会の決議をもって審議会の

決議とすることができる。 

（審査部会） 

第11条 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第３条第１項に定めるもののほか、必要に

応じ、専門分科会に審査部会を置くことができる。 

２ 審議会は、審査部会（社会福祉法施行令第３条第１項に規定する審査部会を除く。以下この

条において同じ。）において調査審議する事項について諮問を受けたときは、当該審査部会の

決議をもって審議会の決議とすることができる。 

（委員の守秘義務） 

第12条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（枚方市障害者施策推進審議会条例の廃止） 

２ 枚方市障害者施策推進審議会条例（平成24年枚方市条例第36号）は、廃止する。 

（枚方市附属機関条例の一部改正） 

３ 枚方市附属機関条例（平成24年枚方市条例第35号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成27年３月９日条例第13号〕 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（枚方市子ども・子育て審議会条例の廃止） 

２ 枚方市子ども・子育て審議会条例（平成25年枚方市条例第10号）は、廃止する。 

附 則〔平成27年６月16日条例第24号〕 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成29年９月13日条例第40号抄〕 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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６ 枚方市社会福祉審議会規則 
 

平成26年３月31日 

規則第26号 

改正 平成26年９月30日規則第106号 

平成27年３月31日規則第29号 

平成30年３月30日規則第20号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）、社会福祉法施

行令（昭和33年政令第185号。以下「政令」という。）及び枚方市社会福祉審議会条例（平成

25年枚方市条例第41号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、枚方市社会福祉審議会

（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（専門分科会） 

第２条 審議会は、法第11条第２項の規定に基づき、高齢者福祉専門分科会、地域福祉専門分科

会及び社会福祉法人設立認可等専門分科会を置くことができる。 

２ 専門分科会が調査審議する事項は、それぞれ次のとおりとする。 

（１） 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項の調査審議 

（２） 障害福祉専門分科会 次に掲げる事務 

イ 身体障害者の福祉に関する事項の調査審議その他障害者の福祉に関する事項の調査審議 

ロ 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第36条第４項各号に掲げる事務 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

第88条第10項に規定する事務 

（３） 児童福祉専門分科会 次に掲げる事務 

イ 児童の福祉に関する事項の調査審議 

ロ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第７条第２号の規定により社

会福祉審議会の権限に属せられた事務 

ハ 母子保健法（昭和40年法律第141号）第７条の規定により社会福祉審議会の権限に属せ

られた事務 

（４） 子ども・子育て専門分科会 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条

第１項各号に掲げる事務 

（５） 高齢者福祉専門分科会 高齢者の福祉に関する事項の調査審議 

（６） 地域福祉専門分科会 地域福祉に関する事項の調査審議 

（７） 社会福祉法人設立認可等専門分科会 次に掲げる事務 

イ 社会福祉法人の設立認可に関する審査並びに業務の停止命令、役員の解職勧告及び解散

命令に関する調査審議 

ロ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの事業の廃止命令及び設置の認可の取消しに関

する事項の調査審議 

（平26規則106・平27規則29・平30規則20・一部改正） 

（審査部会） 

第３条 審議会は、政令第３条第１項及び条例第11条第１項の規定に基づき、障害福祉専門分科

会に第一審査部会及び第二審査部会を、児童福祉専門分科会に母子・父子福祉審査部会及び児

童福祉施設認可審査部会を置くことができる。 

２ 審査部会が審査する事項は、それぞれ次のとおりとする。 

（１） 第一審査部会 政令第３条第１項に規定する身体障害者の障害程度の審査に関する調

査審議並びに身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第２項に規定する医師の指

定及び身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第３条第３項に規定する医師の指定
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の取消しに関する事項の審査 

（２） 第二審査部会 育成医療及び更生医療を担当する医療機関の指定及び指定の取消しに

関する事項の審査 

（３） 母子・父子福祉審査部会 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条に規定する母子福祉

資金、同法第31条の６に規定する父子福祉資金及び同法第32条に規定する寡婦福祉資金の貸

付けに関する事項の審査 

（４） 児童福祉施設認可審査部会 次に掲げる事務 

イ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の15第４項及び第35条第６項に規定する

認可に関する事項の審査 

ロ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法

律第77号）第17条第３項に規定する認可、同法第21条第２項に規定する命令及び同法第

22条第２項に規定する認可の取消しに関する事項の審査 

３ 審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

４ 審査部会に審査部会長を置き、それぞれの審査部会に属する委員の互選によってこれを定め

る。 

５ 審査部会長は、審査部会の会務を掌理する。 

６ 審査部会長に事故があるとき又は審査部会長が欠けたときは、あらかじめ審査部会長が指名

する委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

（平26規則106・平27規則29・一部改正） 

（補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則〔平成26年９月30日規則第106号抄〕 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則〔平成27年３月31日規則第29号〕 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則〔平成30年３月30日規則第20号〕 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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７ 枚方市社会福祉審議会（本審）及び枚方市社会福祉審議会地域福祉専門分科会開催経過 
 
 

開催日 審議会名 案件 

令和元年 

５月 10 日 

第 1 回 

枚方市社会福祉審議会 

1.専門分科会等の委員指名について（報告） 

2.各専門分科会等の審議状況について（報告） 

3.各福祉計画の策定について（報告） 

 （１）枚方市地域福祉計画（第４期） 

 （２）枚方市子ども子育て支援事業計画（第２期） 

4.民生委員・児童委員の一斉改選について（報告） 

5.その他 

５月 29 日 第 1 回 

枚方市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

1.「枚方市地域福祉計画（第４期）」策定の諮問について 

2.「枚方市地域福祉計画（第４期）」の策定について 

3.その他 

６月 26 日 第２回 

枚方市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

1.「枚方市地域福祉計画（第３期）」の進捗状況について 

2.「枚方市地域福祉計画（第４期）」の策定にかかる意識調

査について 

3.その他 

９月６日 第３回 

枚方市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

1.市民意識調査等の結果について 

2.第 3 期計画の総括と、それを踏まえた第 4 期計画の構成

について 

3.その他 

11 月 15 日 第４回 

枚方市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

1.枚方市地域福祉計画（第４期）＜素案その①＞について 

2.その他 

12 月 13 日 第５回 

枚方市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

1.枚方市地域福祉計画（第４期）＜素案その②＞について 

2.その他 

令和２年 

１月 31 日 

第６回 

枚方市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会 

1.枚方市地域福祉計画（第４期）＜案＞について 

2.その他 

２月 28 日 第２回 

枚方市社会福祉審議会 

1.専門分科会の委員指名について（報告） 

2.各専門分科会等の審議状況について 

【令和２年２月末時点】（報告） 

3.民生委員・児童委員の一斉改選について（報告） 

4.枚方市地域福祉計画（第４期）（案）について 

5.第２期枚方市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

6.その他 
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８ 枚方市社会福祉審議会（本審）及び枚方市社会福祉審議会地域福祉専門分科会委員名簿 
 

※五十音順、敬称略 

氏名 職 社会福祉審議会 地域福祉専門分科会 

明石 隆行 種智院大学教授 委員   

安藤 和彦 ユマニテク短期大学教授 委員   

石田 慎二 帝塚山大学教授 委員   

上野谷 加代子 同志社大学教授 委員長   

大西 雅裕 神戸女子大学教授 委員   

岡﨑 成子 枚方市福祉団体連絡会会長 委員 職務代理者 

河野 和永 枚方市障害福祉サービス事業者連絡会幹事 委員   

武 正行 枚方市社会福祉協議会会長 委員   

多田 正知 枚方市医師会理事 委員   

谷口 律子 枚方市介護支援専門員連絡協議会会員 委員   

所 めぐみ 関西大学教授 委員 会長 

冨岡 量秀 大谷大学教授 委員   

長尾 祥司 枚方市自立支援協議会幹事会幹事長 委員   

橋本 有理子 関西福祉科学大学教授 委員   

畑中 光昭 枚方地区人権擁護委員会委員 委員   

原 啓一郎 弁護士 委員   

肥田 時子 枚方市民生委員児童委員協議会会長 委員 委員 

三田 優子 大阪府立大学准教授 委員   

三戸 隆 枚方市医師会理事 委員   

浦上 和枝 枚方市老人クラブ連合会副会長   委員 

神野 真里 枚方人権まちづくり協会理事   委員 

末岡 妙子 枚方市コミュニティ連絡協議会事務局長   委員 

田中 絹代 枚方市私立保育園連盟会長   委員 

永田 祐 同志社大学教授   委員 
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